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1　リカードウの時代の貧困問題と貯蓄銀行

　リカードウが経済発展に主たる関心を抱いていたことは確かであるが，同時に彼は産業

革命が進むなかで増大してきた貧困問題にも関わっていたことは意外に知られていない。

出版されたものでは『経済学および課税の原理』において救貧法にわずかにふれているの

みで，リカードウの貧困問題への関心はあまり表面には現れていない。しかし，リカード

ウは貧民のための貯蓄銀行の設立と運営に積極的に関わったし，また自らの費用で貧民の

子弟のための学校を設立し運営していたのである。貯蓄銀行についてはリカードウはトラ

ワとのあいだの書簡でかなりの議論をしているのに対して，貧民の子弟の教育については

書簡のなかでごく簡単にふれているにすぎず，この面でのりカードウの思想を知る資料は

現在のところほとんどないのである。本稿では，貯蓄銀行についてのりカードウの議論を

中心として検討し，リカードウの貧困問題についての考え方を明らかにしたい。

　まず貯蓄銀行をめぐる議論の背景について簡単に説明する。イングランドにおける救貧

法（Poor　Laws）は1601年のエリザベス救貧法でまとまった形をとったといわれ，これが

1834年目新救貧法が成立するまで基本法として存在した。エリザベス救貧法は，両i親が扶

養しえない児童の（徒弟）就業，労働能力をもつすべての貧困者の就業，労働能力をもた

ない貧困者の救済を主要な内容としている。1662年の居住法（Law　of　Settlement）は，年

家賃10ポンド未満（週4s．の家賃で年間約£10．4になる）の借家に住む他教区からの来住者

について40日以内に，教区の負担となりそうな者の送還を命ずる権限を治安判事に与えた。

1722年のナッチブル法は，ワークハウスへの収容を救済の条件としたが，1782年のギルバー

ト法では労働能力のある貧民に対するワークハウス外での扶助が認められ，1795年のウィ

リアム・ヤング法はナッチブル法のワークハウス条項を排し，就業者への賃金補填を内容

とするスピーナムランド制を事実上承認したω。このような救貧法と救貧政策の温情主義的

な方向での展開と，特に1795－6年，1799－1801年に顕著に見られた農業の不作による穀物価

格の高騰，そして不況の影響が結びいた結果，1790年代からナポレオン戦争後の1818年頃

にかけては救貧税と救貧支出の急激な膨張が生じ，救貧法廃止論が高まったω。

　公的な救貧は時代によっても変化があるり，地域によっても一様ではなかったし，また

議会による法律に必ずしも従ったわけではないので，単純な議論はできないが，エリザベ

ス救貧法を基本法とする旧救貧法の下での貧困の公的な救済は，イングランドでは19世紀

初頭にはおおよそ次のように行われていた。個々の教会を中心とする教区（parish）を単位

として教区内の貧民を救済するために，教区内の土地・建物等目に見える財産の占有者

（所有者というよりも利用者）から救貧税（poor　rates）を徴収する。救貧税を直i接負担す

るのは地主というよりも，借地農業者，商人，事業者など，むしろ資本家であった。ただ

し地主階級は救貧税の負担が地代に転嫁されるとして不満をもっていた。貧民救済の実務
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に当るのは，教区内の有力戸主から選ばれた貧民監督官（overseers　of　the　poor）である。

貧民監督官は無給で1年任期である。教区会（vestry）が候補者を推薦し，治安判事（lus－

tice　of　the　peace）が貧民監督官を任命する。治安判事は，貧民監督官により救済を拒否さ

れた貧民から訴えがあるとき，貧民監督官から事情を聴取し必要と認めた場合には，貧民

監督官に対して救済を命ずることができる。したがって治安判事の個性によって，救済が

気前良く与えられるかどうかが左右されたといってもよい。初期においてはワークハウス

内での救済を原則としていたが，大部分の教区は人口千人未満であって人口200人程度の小

さな教区もあり（1831年の時点でイングランドおよびウェイルズの教区の数は約15，000，そ

のうち人口300人未満の教区が6，681，300－800人の教区が5，353であったという）（Webb，

1927，p。156n．），またワークハウスへ収容しての救済は必ずしも経済的でないところがら，

ワークハウス外での救済が行われるようになった。エリザベス法では労働能力者はすべて

就業させることになっていたが，それは必ずしも実現可能ではなく，次第に労働能力者で

仕事についていない者の救済も行われるようになり，1790年代には雇用されていても賃金

が家族を扶養するのに十分でない場合にも，生活費の不足分を救貧税から補填する，いわ

ゆるスピーナムランド制度が行われるようになった。公的な貧困救済が教区を行政単位と

して行われていたところがら，教区が誰を救済しなければならないかということが問題と

なった。居住法（Law　of　Settlement）は，人々が居住し救済を受けることのできる教区を

確定するものであった。ある教区にひとがいて生活できなくなった場合，もしその教区に

居住権をもっていなければ，居住権をもつ教区に送還されたのである。

　上に見た19世紀初頭における救貧税の膨張を背景とする救貧法廃止論の高まりのなかで，

労働者の自立をうながし救貧税の膨張を抑制するのに役立つものとして貯蓄銀行が1810年

代にイギリス各地に設立され，貴族や資産家が設立し役員となり，無給でその運営に携わっ

た。そうした貯蓄銀行を公式に承認し保護を与える法律が1817年に成立すると，貯蓄銀行

の数は急激に増加し，無視できない存在となったのである（3）。この貯蓄銀行法が成立する前

後には，貯蓄銀行の是非をめぐる議論が盛んに行われ，多くのパンフレットが出版された。

リカードウも，金融に関する専門的知識をもって，貯蓄銀行の設立と運営に積極的に関わ

るとともに，貯蓄銀行をめぐる諸問題を論じたのである。

　いままで蓄積された膨大なリカードウ研究のなかで，リカードウの貧困問題への取り組

みを取り上げたものはほとんどなく，貯蓄銀行をめぐる議論を対象としたものとしてはわ

ずかにJ．P．ヘンダーソンの簡単な論文がある程度である（Henderson，1984）。以下では，リ

カードウの貧困についての議論をできるだけ集め，特に書簡での貯蓄銀行をめぐる議論を

中心として，リカードウの救貧論の特色と当時の議論の中でのその位置を明らかにするこ

とにつとめる。
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2　貧困とその救済の思想

　産業革命が進行し富が増大していくなかで皮肉なことに，貧困もまた増大していった。

特に18世紀末から19世紀初頭のイングランドにおいては，穀物の不作とナポレオン戦争に

よる大陸からの穀物輸入の制限の影響とが重なり，穀物特に小麦の価格の高騰が労働者の

生活を圧迫したことから貧困が増大し，救貧支出と救貧税が急激に増大した。こうした状

況のもとで救貧法廃止論が高まり，救貧法をめぐるはげしい論争が展開された。この時期

にあった貧困の公的救済をめぐる考え方をみることにする。

　救貧法に対する考え方を大きく分類すると，3つの立場があったと言ってよい。第1の

立場は，救貧法を擁護し貧民の救済を受ける権利を認める考え方である。第2の立場は，

公的救済の必要は認めるが，救済の実行の効率性を追求するため，貧民の管理を考える。

第3の立場は，公的救済の有害な影響を強調し，救貧法の廃止を主張する考え方である。

以下，第1の立場についてはW．ペイリー，第2の立場については」．ベンサム，第3の立場

についてはT．R．マルサスによって代表させ，それぞれの救貧思想を検討する。

2－1ペイリーの救貧法擁護論

　18世紀末においてもっとも体系的な救貧法肯定論を展開したのは，ペイリーWilliam

Paleyである。ペイリーは著名な神学者であり，ケンブリッジ大学で道徳哲学を講義し，後

にはイギリス国教会副監督Archdeaconとなった人物である（4）。彼の著作，なかでも『道徳

および政治哲学原理』（肪θPr‘π⑳Zθ60ゾMo君αZα認PoZ薦。αZ　P痂Zo80p妙，2vols，1787）は大

学の教科書として広く使われ，社会の上層階級に大きな影響を与えた。社会の上層階級は

地主層であり，多くの政治家はこの階層出身であっ・たから，ペイリーの思想は現実の政策

に影響力をもちえたのである（5）。

　この著作のなかでペイリーは公的な救貧の必要性を主張し，その根拠を説明している。

ペイリーによれば，「貧困者は自然の法にもとつく要求権をもっている。」というのは，最

初はすべてのものが共有であったが，「各人が彼の生存に十分なものを残されるかあるいは

それを獲得する手段を残されるという期待および条件の下に」，この共有ファンドからの分

離が同意され，それを神が承認したからである（Paley，　Vol．1，　p．246）。

　私有財産と人々の生存の関係についてのべイリーの基本的な考えは，次の通りである。

すなわち，私有財産は「神の意志と整合的な」場合に，権利として承認される。神の意志

は，大地の生産物は人間の生命の維持に用いられなければならないことを命じている。神

のこの意志は，財産権を確立することによってのみ実現される。したがって法律によって

財産権を規定することは，神の意志に反しない。財産の分割の不平等も，神の意志に反し

ないかぎりでのみ認められる。財産の分割によって生存を脅かされる人々がいる場合，そ
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の財産の分割の不平等は神の意志に反して行われているのであるから，修正される必要が

あるということになる（pp．246－7）。

　貧困者の救済のための課税は，一見すると財産権の侵害と見なされるが，神の意志に反

していきすぎた財産の分割の不平等の修正にすぎないのであり，人間の生命の維持という

神の意志の実現のために必要なことと見なされる。「財産が最初に制度化されたとき，この

制度は，いかなる人をも破壊するように作用することは意図されていなかった。したがっ

て，そうした破壊が起こるであろう時には，財産へのすべての配慮は優先されない。」

（P．103）

　ペイリーによれば，大地の生産物の浪費と不適切な使用は，神の意志に反する。生命の

維持を脅かされる貧困者の救済のためには私的な慈善が必要であるとしても，課税による

公的な救済を否定することはできないのである。

「貧民の面倒をみることは，この明らかな理由，すなわち富者は自分自身の面倒をみるこ

とができるという理由によって，すべての法律の目的でなければならない。この国の法律

によって，無能力者の救済，勤勉な貧民の保護と奨励のために，多くのことがなされてき

たし，またより多くのことがなされるであろう。救貧法の状態と作用についての観察を集

めることを試みる人，そして彼が観察する救貧法の不完全さと乱用に対する解決策を考え

る人，これらの解決策を議会における立法に集約する人，議論あるいは影響力によってそ

れらの法案を2つの立法府を通過させる人，あるいは救貧法をもっとも実行に移しそうな

人に彼の考えを伝える人はすべて，その幸福が決して無視できない部分をなしている非常

に多数からなる社会の1階級を取り扱っているのである。このように用いられる研究と活

動は，言葉のもっとも価値のある意味での慈善なのである。」（pp．241－2）

　以上のようにペイリーは私的な慈善の必要性を強調しつつも，公的な貧困救済の必要性

を擁護した。このペイリーの救貧法擁護論は，19世紀初頭に救貧法廃止論が高まるなかで，

それに対抗する思想として大きな影響力をもったのである。

2－2ベンサムの効率的救貧論

　ベンサムJeremy　Benthamは，周知のように，功利主義の哲学者であり近代的な法体系

を構想した人物であったが，1790年代の半ばにおける穀物不作による食料価格の高騰時に

出されたピットの救貧法改正案（1796年）に論評を加えた（6）のを機に，貧困問題に関心をも

ち，貧困者の公的な救済の必要性を認めた上で，独自の方法による効率的な救済方法を追

究し政府にも働きかけたω。

　ベンサムは市民法の目的は4日置ると考える。すなわち，生存，安全，富，平等である。

生存と安全は富と平等に優先する。ベンサムによれば，富の総額が同じであっても，富の

分配が平等に近づけば近づくほど，国民全体の幸福の総量はより大となる。しかし富を再
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分配することは，財産の安全に抵触する。私有財産は勤労，生存，富の基礎であり，私有

財産の安全は文明社会の基礎である。ベンサムによれば，イングランドにおいては富の追

求は個人の自発的意志にまかされるべきである。しかしその結果分配の不平等が過度にな

り，食料が社会全体としては十分にありながら餓死者が出るという事態が起これば，その

こと自体が功利の原理に反するだけでなく，貧困者の反乱により私有財産の安全が脅かさ

れることになる。したがって政府は，公的な救済措置を講ずることによって，国民の生存

を確保し，私有財産の安全を護らなければならない（Poynter，　pp．117－9）。

　ベンサムの考えの特徴は，貧困問題を考えるに当たって貧困（poverty）と困窮（indi－

gence）を区別したことである。貧困は労働しなければ生活できない状態を意味し，困窮は

労働できないか，労働できたとしても生活に必要なものを確保できない状態を意味する。

したがって労働者は一般に貧困の状態にあることになる。ベンサムは，困窮と貧困のうち

困窮のみが同情の対象となり救済の対象となる，と考えた（p．119）。ベンサムと同時代人の

多くがベンサムと同様に，貧民と独立労働者のあいだに明確な区別をし，困窮を抑制しよ

うとした。彼らとベンサムの相違は，彼らが道徳的な区別をしょうとしたのにたいして，

ベンサムは必要性にもとづいた客観的な区別をしょうとした点にある（p．127）。

　ベンサムによれば，普通の人間は富と剰余を創り出すことができる状態にある。しかし，

この剰余は不安定で，とくに財産の安全に依存する。またこの剰余の額は限られているの

で，困窮の救済は必需品に限られなければならない。救済の原資は直接的には富者の手元

にあるけれども，究極的には独立労働者からくると見る。したがって救済を受ける人の待

遇は，独立労働者の最低の生活水準よりも下でなければならない（これを劣等処遇の原則

principle　of　less　eligibilityとよぶ。ただし，ベンサム自身はこの言葉を使っていない）

（pp．119－21）。

　ベンサムは救貧法の存在を否定するのではなく，功利の原理によって正当化した。すな

わち，食料があるのに餓死する人がいるのは功利の原理と安全という目標に反する，そし

て食料を再分配することによって餓死を防ぐということは立法によってのみ可能である，

というものである。例えば，子供を養うことのできない人々は子供をもつべきでないとい

う見解が正しいとしても，両親が結婚すべきでなかったから子供は餓死してもよいという

ことにはならない。また，救貧法廃止論者は救貧法を廃止したあとの救済は私的慈善と自

助によるべきであるとするが，私的慈善が公的救済にとって代わりうるということは証明

されていない。また私的慈善は公正に分配される保証はないし，気まぐれである。したがっ

て，困窮は法律によって救済されなければならない，ということになる（pp．122－4）。

　また救貧法を廃止すれば乞食が増え，救貧法がなければ財産の安全が脅かされる。しか

し，公的な救貧に対する批判として，救済が確実になれば労働者の勤勉さが失われ，それ

が軽減を意図する貧困がかえって増えてしまう，というものがある。したがって，この問
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題点を克服するような計画が考えられなければならない。その方法の1つとして救貧税の

上限を法律で定めるという案があるが，ベンサムはこれを否定する。救貧税は真に経済的

な救貧制度によってはじめて抑制することができると考えるからである（pp．124－5）。

　ベンサムは，大規模なワークハウスに困窮者を収容しての救済でなければ正しい救済の

原理を実現できない，と主張する。ベンサムにとって，よい救貧制度とは救済と労働を結

合し，最大の効率を示すものでなければならない。なぜなら，院外救済では，無能力者や

ホームレスを救済できないし，貧者を雇用することもできない。また院外救済は救済と教

育を結び付けることもできないし，大規模施設に比べて経済的でない。それでは監視が不

可能で，改善することもできない。したがって院外救済は最小限にとどめ，院内救済を原

則としなければならない。ベンサムは院外救済を，年金，不況における一時的な救済，特

別な場合における貨幣の貸し付けに限定する。小規模なワークハウスは院外救済と同様に

不効率である。以上のような理由からベンサムは，教区による救貧行政を，連合教区によ

るものも含めて批判した（pp．127－8）。

　ベンサムの理想の救貧方法は，全国に500の大規模なワークハウスをつくり，そこに貧民

を収容し効率的に管理することであった。正しい管理によりワークハウスに対する物的・

道徳的に不健全だという批判を回避できるというのであるが，大規模なワークハウスでな

ければ，効率的でないし，正しい管理ができないと考えるからである。居住法に関しては，

救貧税がなくなれば自然に消えてなくなるものと見た。ベンサムは組織的な情報収集に強

い関心をもち，彼のワークハウスの計画には簿記は不可欠であるとする。ベンサムは，彼

の考えるワークハウスでは能力者を雇用し利潤をあげることができるとし，また十分な能

力のない人々を活用し被救済貧民全体として自活できるようにすることができると主張し

た（pp．128－30）。

　ベンサムが目指したのは，彼が構想した刑務所と同様に中央での監視ができ，収容者を

状態によって分類し別々に扱う機能を備えた大規模なワークハウスに貧民を収容し管理す

るという救済方法であった。そこではすべての人がその能力に応じて労働をするものとさ

れる。ベンサムによれば，無能力というのは相対的な概念であって，例えば目のみえない

人でも編物をすることはできる。出来高制を原則とし，受給した救済の価値分は働かなけ

ればならない。また能力者は食べる前に働かなければならない。子供は21歳になるまで徒

弟とならなければならない。ここでは自給自足で通常の市場と競合しないという原則に立

つ。自給自足に適合的な分野は農業であった。しかしベンサムは，製造業に未熟練労働を

雇用し，分業をおしすすめるという構想を；抱いた。この場合，．救貧税を利用する製造業の

存在は，独立労働者の雇用を減少させる可能性を認めたが，救貧税の支出によって需要が

刺激されるという側面の存在を主張した。ベンサムは彼の計画に人口の増加を刺激する面

があることを認め，それから生ずる失業の緩和策として，例えば，すべてのワークハウス
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に労働交換所と全国的な雇用情報誌の印励所をおくという工夫を示した（pp．130－6）。ベン

サムは救貧法が人口を増加させる傾向をもっていることは認めるが，彼の救貧計画が採用

されれば食料の生産が促進されるので食料不足は起こらないと主張する。しかし，人口が

増加し人々が住む場所がなくなれば移民が必要となる。その際，移民は計画的に行われな

ければならない。そしてやがて地球が一杯になるときがくる。その時には産児調節が必要

になるであろうとみる（pp．123－4）。（産児制限を容認する点でベンサムはマルサスよりもラ

ディカルであったといえる。）

　ベンサムは，子供の労働を彼の救貧計画の中心に据えた。彼の考えでは，子供が家で飢

えるままに放置されるよりも工場で雇用される方がずっとよいはずであった。徒弟は恒久

的な労働供給源であると考えられる。子供は訓練を受けることによって，社会は彼らの労

働によって，そして両親は経済的負担をまぬがれることによって利益を受ける。彼らのワー

クハウス内における処遇は，ワークハウス外における子供の状態よりもよくし，その利点

が知られれば上流階級の両親もパブリック・ズクールなどの私立学校ではなく，ワークハ

ウスに子供を送るようになるであろうという（pp．136－7）。

　後の議論との関連で注目すべきなのは，ベンサムは貯蓄銀行（frugality　banks）を設立

することをワークハウスの管理者の任務の1つとしていることである。これは19世紀の前

半に発達するsavings　banksの最初の計画案といえる。ベンサムによれば，労働者は貯蓄す

ることができるし，またすべきである。貯蓄銀行はそうした必要に応ずることを目的とし

て構想されている。最終的に貯蓄銀行は労働者が遭遇する事故や病気に対して保険できる

としても，保険数学的な基礎にもとづいて危険が計算できるようになるまで，その機能は

現に存在する労働者の相互扶助組織である友愛組合（friendly　societies）に任せ，ワークハ

ウスは友愛組合にたいして銀行家としてふるまうのがよいと考えた（pp．139－40）。

　ベンサムは私財を投じ，その計画を実現すべく議会にも働きかけたが，結局は受け入れ

られなかった（pp．140－4）。その後の救貧法をめぐる論争のなかでベンサムの名前に言及さ

れることはほとんどなく，彼の影響は彼の弟子たちを通じて及ぼされることになったので

ある（例えば，ベンサムの晩年に秘書をしたチャドウィックEdwin　Chadwickは，1834年の

救貧法改正にシーニアN．W．Seniorとともに，中心的な役割を果たした）（8＞。

2－3　マルサスの救貧法廃止論（9）

　マルサスは人口論で知られている。しかし『人口論』初版（1798年）におけるマルサス

の意図は，人口論を基礎にしてフランス：革命の影響下で広まっていた楽観的な平等社会の

構想を批判することであった。ゴドウィンWilliam　Godwinは私有財産制を廃止し，平等な

社会をつくることによって貧困ををくすことができると主張した。これに対しマルサスは，

平等社会は人口増加に対する抑制をなくし人口増加を促進する一方で，飢えのおそれとい
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う労働・生産への刺激を弱めることによって生産を停滞させるかあるいは減少させる結果，

社会は再び貧困に陥らざるをえず，自分の労働で得たわずかなものを護るために私有財産

制が復活せざるをえなくなる，と批判した（Malthu§，1798，　Ch．X）。

　マルサスによれば救貧法には，平等社会の構想に対するのと同じ批判が当てはまる。つ

まり救貧法は食料を増加させることなく（勤労意欲を低下させ，食料の生産を減少させる

こともありうる）（pp．75－8），人口を増加させ，それが救済するはずであった貧民をかえっ

て増加させてしまう。救貧法による所得の移転があれば，受救貧民の生活水準は上昇する

が，非隼町労働者の生活水準は低下し，労働者全体の生活水準は低下する。救貧法は予防

的制限の作用を弱め（労働者の自立心，節約心を弱める），人口の増加を促進する。このこ

とが加わって，労働者階級の生活水準はさらに低下し，貧民が生み出されるのである

（pp，67－8，83）。実際の動きとしてはピットの救貧法改正案（1796年）があり，マルサスは特

にその大家族手当の提案を批判する（pp．134－5）。

　マルサスは，基本的には貧困軽減策として（貧困を完全になくすことは不可能とみる），

まず現行の救貧法と居住法を廃止し，農業を奨励し，極度の貧困対策として州（county）

のワークハウスを設けることを提案する（pp．97－8）。食料輸入は，食料からなる労働維持ファ

ンドの増大に貢献すると考えられるかもしれないが，イングランドのように国土が広く内

陸交通が十分に発達していない場合には有効な方法とはならないという（p．311）。移民は，

人々が大きな不幸を経験してはじめて決心するものであり，また移住先での苦難も大きい

と考えられるとして，否定的である（pp．24，208－9）。私的慈善についても，慈善の付与は選

択的とならざるをえず，与える者と与えられる者との間に支配従属関係を生むとして批判

する（pp。291－2）。

　『人口論』初版のマルサスの議論の重要な特徴として，労働者の生活水準が食料のみか

らなる労働維持ファンドと労働力人口の比率に依存するという考えをとっており（pp．205－6），

そのために農業の発展の奨励を主張すると同時に，製造業は不健康でその需要が不安定で，

その雇用も不安定であり（pp．320－1），製造業の発展は労働者の幸福の増大に貢献しないと

して，農業を重視し製造業の発展を否定的に見ている，ということがある（pp．305－7）。

　『人ロ論』第2版（1803年）においては，エリザベス救貧法を労働能力のあるすべての

者を就業させるという不可能なことを保証しているとして批判した上で，人ロ増加の抑制

要因として道徳的抑制を追加した。道徳的抑制は，家族を養えるようになるまで結婚を延

期しながら道徳的な生活を送ることを意味するが，労働者階級の間でのこの道徳的抑制の

普及を貧困問題に対する唯一の長期的な解決策として提示する（Malthus，　James，　II，

pp．105－7）（10）。マルサスは，道徳的抑制が社会に広くゆきわたったならば，市場における労

働の供給が制限されるので実質賃金率が上昇し，労働者は自分自身で家族を十分に養える

ようになり，貧困もほとんどなくなると考えた（II，　p．97）。労働供給を制限する点で，労働
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者の団結（労働組合）も同じ効果をもつと考えられるかもしれないが，マルサスは労働者

の団結は有効な解決策とはならないと見る。労働者の団結は社会の労働維持ファンドを増

加させず，したがってそれによって人為的に高い賃金を得ても，労働維持ファンドが増加

しない以上雇用が減少すると考えるからである（1，p．375）。

　『人口論』第2版においてマルサスは，救貧法の具体的な廃止計画の提案をする。すな

わち，「この［救貧法廃止の］目的のために，ある規則をつくり，その法律の制定の日付か

ら1年を経過して以後の結婚から生まれるいかなる子供も，また同じ日付から2年経過後

に生まれるいかなる私生児も，教区の扶助を受ける資格をもたないと宣言することを提案

したい。」（II，　p．139）そしてこの法律の趣旨を周知徹底させるために，結婚の儀式に際して，

聖職者が両当事者に対して，両親には子供の扶養iをする義務があること，子供を扶養でき

る見込みがないままでの結婚は不道徳であることを告げるようにすべきであるという（II，

P．139）。

　救貧法の廃止後に生ずる貧困に対しては，初版では否定的に見ていた私的な慈善により

救済するしかないことを認めるのであるが，私的慈善も人々が頼れると見るようなもので

あってはならないと，マルサスは主張する。それは，道徳的抑制の普及を妨げるからであ

る（II，　p．160）。（また第2版では，初版にあった州のワークハウスの提案は，私的慈善を消

極的に認めた代わりに撤回されている。）

　マルサスは，道徳的抑制の普及に役立つか否かで，さまざまな貧困救済策の是非を判断

する。政府は貧困問題を直接解決することはできないが，道徳的抑制の普及のためには財

産権の保証，平等な法律の制定，労働者の政治への参加の実現など，さまざまなことがで

きる（II，　pp．130－1）（1’）。マルサスは，道徳的抑制の普及の観点から教育を重視するのである

が，政府は特に国民教育制度の確立によって貧困問題の解決に貢献することができると考

える（II，　p．189，200）。

　以上の考え方は，『人口論』第4版（1807年）に至るまでは，基本的に変わらなかったと

言ってよい。しかし，『人口論』第5版（1817年）になると，マルサスの貧困救済について

の考え方は，かなりの変化を見せた。すなわち，笛1には，労働者の幸福が食料のみから

なる労働維持ファンドと労働力人口の比率に依存するというそれまでの考えから，労働者

の幸福は製造品の消費にも依存することを認めるようになった結果，労働者階級の幸福に

とって農業と製造業が適当な割合（ほぼ半々）で併存する経済がもっとも望ましいとする

ようになった（農工併存主義）（II，　p．40）（12）。第2には，生産の過剰あるいは需要の一般的

な不足にもとつく不況による失業の発生を認識するようになった結果，深刻な不況の下で

の失業に対する一時的な対策として公共事業が有効であり望ましいと見るようになったの

である（1，pp．369－72）。またこれと同時に，それまで否定的に見ていた移民も不況下でゐ一

時的な貧困軽減策として認めるようになった（1，pp．346－7）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一9一



　『人口論』第5版ではアイディアが示されるにとどまっていた一般的供給過剃について

は，『経済学原理』（Prεπc‘pZθs　o∫一PoZ‘亡‘cα‘Ecoηo㎜ッ，1820）では一般的供給過剰の理論とし

て体系的に展開されている。それは，過剰な貯蓄（蓄積）によって不生産的労働者の生産

的労働者への転換が起こり，生産が増加するのに対して生産物に対する支出炉増加せず，

費用に比べた価格の低下，そして利潤率の低下によって蓄積率が低下し，失業が発生する

という，マルサス独自の理論であるG3）。これによって，マルサスは短期的な生産過剰ある

いは需要の不足によって生ずる失業の救済手段としての公共事業を正当化する理論を提示

したことになる。マルサスによれば，労働需要の回復をもたらすのは，社会の生産物の支

配労働で測った交換価値の増加（マルサスはこれを有効需要effectual　demand，　effective　de－

mandの増加と呼ぶ）であるが，不生産的労働者の割合を高めこの交換価値の増加をもたら

すのが公共事業なのである。ただしこの公共事業は人口増加を促進するようなものであっ

てはならないので，公共事業での賃金は市場賃金よりも低い水準に設定されなければなら

ないとする（Malthus，1820，　ed．　by　Pullen，1989，1，　pp．511－2）。

3　救貧法改正への動き

　　　　　下院救貧法特別委員会とスタージスーボーンの改革

　以上の3つの救貧思想のうち，1810年代には，救貧法廃止論が大きな影響力をもった。

その背景としては，18世紀末からの急激な救貧支出の膨張があった。すなわち，イングラ

ンドおよびウェイルズの救貧支出の総額は，1776年に約£155万，1783，84，85年の平均で約

£200万であったのが，1803年には約£420万，1815年には約£507万となった（House　of

Commons，1817，　p．181）。とくに1795－6年，1799－1801年には，農業不況で穀物価格が大幅に

上昇し，それによる生計費の上昇が救貧支出の急激な増大をもたらした。救貧税から賃金

補填をするスピーナムランド制がとられていないところでも，生計費に救貧手当をスライ

ドさせる慣行は広く行われていたので，生計費の上昇に伴い救貧支出が増加した。こうし

た救貧支出と救貧税の急激な増加を背景にして，救貧法廃止論が高まったのである。

　この救貧法廃止論の高まりのなかで，1807年にはホイットブレッドSamuel　Whitbread（L4）

の救貧法改正案が下院に提出される。ホイットブレッドの救貧法改正案は，全国的な教育

制度とそれを実現するための教区学校の設立，労働者の貯蓄を促進するための機関（Poor’s

Fund）の設立，居住法の改正，救貧行政の改革，教区による貧民小屋（cottages）の建設

等を内容としていた（Whitbread，1807）。マルサスは，全国的な教育制度の確立の提案は高

く評価したけれども，教区による貧民小屋の建設の提案は人口増加を促進するものとして

強く批判した（Malthus，1807，pp．38－45）。ホイットブレッドの救貧法改正案は，結局議会
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を通過しなかった。しかし1817年には，下院に救貧税の増大の原因を究明し対策を立てる

ために，下院救貧法特別委員会Select　Com面ttee　of　the　House　of　Commons　on　the　Poor

Lawsが設けられた。同委員会は4カ月にわたる調査を行い，報告書を出した（House　of

Commons，1817）（Cowkerd，　pp．56－7）。その報告書は，救貧法の影響の分析と救貧法を改革

するための提案を含んでいた。そしてこの報告書の提案の線に沿って，同委員会の委員長

のスタージスーボーンWi11iam　Sturges－Bourne（15｝によって救貧法の改正案が提出されること

になる。

　以下，その下院救貧法特別委員会の報告を検討し，19世紀初頭における救貧法をめぐる

動きを見ておくことにする。

3－1下院救貧法特別委員会報告（1817年）

　1816年5月，カーウェンJohn　Christian　Curwenは，下院において救貧法についての調査

委員会の設置を求める動議を提出する。カーウェンは，ホイットブレッドが1815年に亡く

なった後，救貧法の改革問題に関するホイッグの責任者となっていた。カーウェンは，カ

ンバーランド出身のカントリー・ジェントルマンで，農業における実験とカーライル

Carlisleでの労働者階級の状態を改善した試みによって有名になった（Cowherd，　p．54）。カー

ウェンの動議にも関わらず，委員会は設置されず，1816年の暮れには失業者が増大し，救

貧税の増大が顕著になって，彼は再びトーリー党の内閣に対して委員会設置の動議を提出

した。トーリー党は，結局それに同意し，1817年2月に下院に救貧法特別委員会Select

Committee　of　the　House　of　Commons　on　the　Poor　Lawsを設けることを提案した。トーリー

党の下院におけるリーダーは，キャッスルリー卿Lord　Castlereaghで，その委員会に可能

なかぎり協力することを約束した。しかし同時に，彼は救貧税や財産税の均等化のような

改革には反対であることを言明した（Cowherd，　pp，54－5）。

　カーウェンの調査委員会の設置の動議は全国的な議論を巻き起こし，マルサスも『人口

論』第5版（1817年）を出版し，カーウェンの提案の中身を検討し批判した。マルサスに

よれば，救貧税の負担を均等化するというカーウェンの提案は，公的救済に依存する貧民

を増加させる強力な傾向をもっている（Malthus，　James，　II，　p．178）。現在は救貧税が特定の

種類の財産に集中してかかっているために，それを負担する人々には救貧税の増大を抑制

しようとする強い誘因があるが，あらゆる財産に救貧税がかかり，またそれが教区単位で

はなく州（county）や全国単位で徴収される場合には，その増加を押えようとする誘因は

きわめて弱いものとなるからである（II，　p．178）。また労働者の互助組織である友愛組合

（Friendly　Societies）に対する救貧税からの援助も，それが行われた場合にはそれら組織の

メンバーは教区の援助から独立していないと感ずるであろうから効果がないと批判する

（II，　pp．179－80）。
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　委員会の委員長はスタージスーボーンであり，4ケ月にわたり救貧行政の実際に通じた多

くの証人を呼び，調査を行った。委員の中には，例えば，コートネイT．P．Courtenay（16）の

ように，現行の救貧法を直接廃止することには反対で，友愛組合を援助することで，それ

らを通じて貧民の独立の習慣を形成し，救貧法の悪影響を除去していくことを考える者も

いた（Cowherd，　p．60）。またかなりの数の証人の証言を集め，調査も行ったけれども，同委

員会は報告書を書く段になると，苦労して集めた証拠を利用せず（Cowherd，　pp．56－7），マ

ルサスの影響をかなり強く反映したと思われる内容の報告を書くことになった。執筆した

のは，主にルイスT，Frankland　Lewisであったといわれる（Poynter，　p．246）。

　この委員会の報告は，公的な救済制度の帰結について次のような認識を示している。す

なわち，公的な救済制度は人口増加を助長し，労働者の勤労意欲，節約心を弱め，貧困を

軽減するのではなく増加させ，その結果救貧税の際限のない膨張を生み出すおそれがある，

というのである。

「本来他の人々の労働と勤勉から蓄積された基金から困窮者を援助するこのような強制的

制度は，時の経過のなかで，それが助長するようにできている人口増加とともに，事物の

性質上人類の幸福と厚生が依存してきた労働階級の努力を減ずるという不幸な影響をもた

らさずにはいなかった。ひとを勤労と善良な行動に駆り立てるこの自然な動機を減ずるこ

とによって，健康で精力のあるときに病気と老齢の時の欠乏に備える必要を除去すること

によって，また貧困と悲惨を救済が得られる条件とすることによって，この制度はそれが

軽減することを意図した困窮をつねに促進し増加させ，同時にそれが増加することができ

ない基金に対する際限のない要求をつくり出すことを，そして貧民の数の増加と彼らの救

済のために集められる金額が増加しまた増加しつつあることを考えたとき，当委員会は憂

慮を感じざるをえない。」（House　of　Commons，1817，　p．2）

　さらに同報告は，救貧法は受救貧民に対して有害であったばかりでなく，救済を受けて

いない労働者たちにとっても，救貧税は彼らに割り当てられる労働維持ファンドをそれだ

け減少させるので，労働の賃金を低下させるという有害な影響を及ぼしたと見る。

「［救貧法の］結果は，しかしながら，人々の大部分の道徳的習慣と幸福に対して非常に有

害だったのであって，多くの人々が教区の扶養に依存するという惨めな状態におとしめら

れたのである。他方，最も勤勉な階級を含めて社会の残りの人々は，さもなければ雇用の

供給にもっと有利に使われたはずの手段から奪われる重税によって抑圧された。そして，

各人が労働に支出できる基金はかぎられているので，救貧税がこれらの基金を減少させる

のに比例して，同じ割合で労働の賃金は低下し，労働階級にただちに有害な影響が及ぼさ

れるであろう。このようにして，この制度は，それが救済するために設けられた必要その

ものを生み出すのである。」（pp．2－3）
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　報告では，救貧税と救貧支出の増加への懸念が示された。この増加の原因としては，ワー

クハウス外救済の影響が重要であったとみている。全国単位の救済制度は救貧税と救貧支

出の増加を促進するものとして否定されている。そして教区救済への習慣的依存からの労

働者階級の解放の必要を強調している（pp．3－11）。

　上で見たように，エリザベス救貧法は，子供を含めて労働能力をもつすべての者に対し

て雇用を保証するということを，その基本的な内容としている。この点をとくに取り上げ

て，委員会報告はきびしい批判を展開する。

「仕事を必要とする下すべてに仕事を提供するという問題についての本委員会の見解は，

次のようである。すなわち，もし規定の目的が浮浪者に近い状態にある怠惰な放浪者をき

びしい労働につけるということであるならば，そうした目的を達成する見込みはあるであ

ろう。しかし目的が仕事を必要とする人々をすべて仕事につけるということであるならば

（現在はそのように解釈されている），それはいかなる法律によっても不可能なことである。

何人が雇用されるかは，労働の維持に当てられるファンドの額に絶対的に依存する。」

（P．17）

　この労働維持ファンドの額は，それがどのように使われようと変わらないという。した

がって救貧支出によって貧民が雇用されるならば，その四丁の労働者が雇用から排除され

ることになり，雇用される労働者の総数はほとんど変わらないであろう　（p．17）。救貧支出

によって貧民を雇用しても総雇用量を増加する効果がないだけではない。すべての人に雇

用が保証されると宣言することによって，労働者に自らがおかれた状況について誤った観

念を抱かせ，雇用を失った場合に備える配慮を労働者がもたないようにさせてしまうとい

う（P．18）。

「労働者が将来に備えるのは，状態が悪化するのを考慮してのことであるが，残念ながら

そうした準備を怠るように導くのは困難ではない。労働者階級に対してつねに十分な雇用

が保証されると宣言することによって，彼らは労働する意思があるにも関わらず，将来に

ついて何も恐れる必要がないと考えるようになる。そのため，労働の供給だけが需要に対

して調整できるのであるが，労働の供給は，需要に関係なく，またその維持ファンドに関

係なく，つねに増加する傾向をもつことになる。．．．したがって救貧法は，自由労働の実質

賃金を引き下げ，労働階級に損害を与えるのである。このような状況においては，これま

で自立してきた労働者が労働維持ファンドの減少によって救貧税に頼ることを余儀なくさ

れるだけでなく，小資本家も救貧税の負担によって次第に救貧税に依存するようになる。

この強制的分配の結果は，下にいる者を引き上げないで，上にいる者を引き下げることで

ある。そしてさらに，上の者も下の者も一緒に，もともと最低であった水準よりもさらに

下に引き下げるのである。」（pp．18－9）

　すべての労働能力者に雇用を保証するという規定は，不可能なことを保証しており，労
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働者の自立心，節約心をなくさせるだけでなく，労働維持ファンドの一部を貧民の雇用に

あてることによって独立労働者の賃金を引き下げ，結局すべての労働者の状態を悪化させ

る結果をもたらしたというのが，委員会報告のエリザベス救貧法の雇用保証規定の影響に

ついての分析である。

　貧困対策としては，まず，労働者の節約心を奨励するために，労働者の小額の貯蓄を預

かり，有志が無給で運用する貯蓄：銀行（Saving　Banks）が労働者の貯蓄の習慣を形成する

ことを期待するとともに，労働者の相互扶助組織である友愛組合が人々の状態の改善に貢

献したと評価し，それをさらに発展させるために教区の互助組織として教区共済会

（Parochial　Benefit　Societies）の設立を提案する（pp．12－3）。また勤労の精神を形成するた

めに教区あるいは地域（district）の学校の設立を提案している（pp，13－6）。これは，この

施設に子供を収容し，仕事をさせながら教育するという案である。

　次に報告は，就業者に対して生活費に賃金が足りない場合不足分を救貧税から補填する

スピーナムランド制が労働者の教区救済への依存心を生み，救貧税の膨張の主要な原因と

なったと見る。そしてその廃止を主張する。

「その［救貧税から賃金を補填する］慣行は労働者を，以前には不名誉と考えられていた

教区への依存に慣れさせ，労働者を雇用しない納税者にはきわめて不公正な負担を強い，

どれだけが本来の意味での救済で，どれだけが賃金であるのかわからないほどに，救貧税

を膨張させてしまった。」（p．16）

　さらに同委員会報告は，労働能力者の子供への援助の停止を主張する。ここにはマルサ

スの『人口論』第2版以降に見られる救貧法廃止の計画案の影響が，明瞭に存在するといっ

てよいであろう。

「本委員会は，．．．次のことを審議するよう議会に提案する必要があると考える。すなわち，

労働需要が回復したときには，ある時点以降，父親が生きていて○○歳以下の場合，その

子供には一切の救済を与えないようにすべきか否か，ということである。これは，必要な

場合には年齢を変えることによって，実行できる原理である。同様に，ある時点以降，父

親が生きていて，○○歳以下の子供を○○人以上もっていない場合，一切の救済が与えら

れないと規定してもよいであろう。」（p，16）（○○の部分は空白一引用者，以下同様）

　さらに同報告は，エリザベス救貧法の問題点として批判していた，すべての労働能力者

に雇用を保証するという規定の廃止を提案する。

「本委員会は，現在与えられている一般的で無差別な救済の一部でも停止しなければなら

ないとすれば，健康で力に満ちている人々からそれを奪うのが，もっとも負担が少ないと

考える。したがって，次のことは考慮に値するのではないか。すなわち，国の良好な状態

のもとで労働需要がかなりの程度拡大した場合に，現在教区から仕事の提供を受けている

人々だけは自立できるまで仕事の提供を受けることができるとして，それ以外の人は教区
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から今後仕事の提供を受けられないことにしては，どうであろうか。しかし，もしこの変

化が余りにも急であると考えられるならば，例えばまず18歳から30歳の者は雇用の提供を

受けられないとし，ある時間の経過の後に，16歳から35歳，40歳の者などとし，最終的に

目標が達成されるようにすることで，変化をより漸進的にすることも考えられる。」（p．19）

　委員会報告は，救貧行政の改善については，以下のような提案をする。当時の救貧行政

の問題点の1つとして，直接貧民の世話に当る貧民監督官が教区の救貧税納税者のなかか

ら1年交替で任命される無給の素人であったということがある。これが救貧行政を弛緩さ

せた大きな原因であった。これを改善するために委員会報告は，貧民監督官を補佐する有

給の専任官の任命を提案する（そうした専任官の給料の支払いが困難である場合，複数の

教区が連合して専任官を雇用する方法も示唆している）（p．22）。また救貧税の膨張を抑制

することができるようにするためには教区会（vestry）の積極的な関与が必要であるとし，

有力な救貧税納税者を主要な構成メンバーとする特別教区会（select　vestry）（聖職者，教

区委員churchwardens，有力な家屋保有者を構成メンバーとし，毎年一般教区会で選出され

るものとする）の設置を提案する。特別教区会は，貧民の状態の調査，必要な救済の中身

と額の決定，教区で発生する救貧税の徴収と管理，貧民に関するすべての法律の執行など，

貧民監督官が行ってきたことをするものとされる（p．23）。

　居住法（Law　of　Settlement）は，誰が教区の救済対象者となりうるかという問題との関

連で，つねに問題とされ，教区間の紛争の種となってきた。同委員会は，居住法の完全な

廃止ではなく，また小さな修正でもなく，簡素化を目指した大胆な改革をすべきことを主

張する。すなわち，「各年に○○カ月以上の不在がなく，かついかなる形でも救済対象とな

らないという条件で，1つの教区に3年間居住することで，居住権が得られるようにすべ

きであると提案する。」そしてこれ以外の方法では居住権は獲得されないものとすべきであ

るとする（p．28）。居住権の獲得の条件は，当時においては，£30以上で購入した自分の土

地あるいは年家賃£10以上の借家での40日の居住，徒弟奉公，子供のない未婚の男性につ

いては年契約で1年の雇用，1年間の教区の公務への従事など，さまざまであったのであ

る（p27）（17）。

　以上が下院救貧法特別委員会が示した救貧法改革案の主な内容である。委員会報告は現

行救貧法の廃止ないしは大幅な修正を志向しているといえるのであるが，教区による貧民

の雇用を完全に否定しているのではなく，提供される雇用は独立した事業や職業を侵害し

ないような性質のものでなければならないとし，例えば農業地帯では教区農場を設立し，

生産的な仕事を提供できない場合には道路修理も有効な雇用手段であるという（pp．19－20）。

また，しばしば怠惰と悪徳の巣として非難されるワークハウスも，つねに収容者を監視で

きるという利点があるので，収容者を分類・分離するなどの改善をして活用すべきである

という　（P．21）。
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　委員会の救貧法の影響についての分析は，マルサスが『人口論』初版以来示してきた説

明と基本的に同じであるといってよい。報告に示された能力者の子供への救済の停止の提

案はマルサスが『人口論』第2版で示した救貧法廃止の計画案が主張していたことよりも

限定されているとはいえ，同じ方向にあるとみることができるであろう。労働能力者への

教区の雇用の提供の停止の提案も，同じ方向を示している。

　この下院特別委員会の報告に対抗して，上院も救貧法に関する委員会を設けた。同委員

会は，おなじく1817年に報告書を提出した（House　of　Lords，1817）。その内容は，救貧法か

らの逸脱や乱用があることを認めながらも，基本的に救貧法を維持する方向を主張してい

た（House　of　Lords，1817，　pp．6－7）。ただし，救貧税の膨張の基本的原因の1つがそれに容

易に頼れることにより貧民の救済への依存心が強まり，またそのために節約心が弱まった

ことに求めている。また同報告は，農業者の問で救貧税から補助を受けた労働者を低賃金

で交替で雇用するというラウンズマン・システム（System　of　Roundsmen）の乱用，雇用す

る労働者の賃金の一部を利害関係のない他の人が負担する結果になっている賃金補填制度

（スピーナムランド制）の問題点，救貧税の膨張を抑制するためにはその支出に直接利害関

係をもつ人々に課税されるべきことを指摘している。改善策として，有給で専任の貧民監

督官を設けるべきこと，救貧行政についての州の判事への定期的報告を義務づけること，

教区会における投票権を救貧税の納税額に比例させるべきことを提案している。居住法に

関しては，教区内に救貧を受けることなく3年間居住すること，年家賃£20以上の土地つ

きの家を教区内の地主から1年問以上借りることを居住権取得の条件とするよう，提案す

る（pp．8－12）。

　上院委員会の報告は救貧法の維持を主張しているとはいえ，救貧法がもたらした労働者

のモラルへの悪影響については認めており，救貧法の影響の認識ではマルサスの影響のも

とにあることは否定できないであろう。

3－2　スタージスーボーンの改革

　下院救貧法特別委員会の委員長スタージスーボーンは，同委員会報告が示した線に沿って

救貧法の改革に乗り出した。その結果2つの法律が成立した。いずれも救貧行政組織にか

かわるものである。1つは1818年に成立した教区会法（Parish　Vestry　Act）である。これ

は，教区会における複数投票制を規定するもので，救貧税の負担に応じた影響力を与え，

救貧税の膨張を抑制することを目的としていた。

　第2の法律は特別教区会法（Select　Vestry　Act）で，1819年に成立した。同法の規定によ

れば，特別教区会は貧民監督官および聖職者，5－10名の有力な家屋所有者あるいは居住者

で構成される。特別教区会は，救済対象，救済の量・内容の決定，申請者の性格と素行に

よる援助に値する者と怠惰で浪費的な者の区別，救貧税の査定・徴収・支出の監督などを
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行う。また同法は，有給で専任の貧民監督官補佐（assistant　overseer）の任命，教区農場

の開設，勤勉な貧民への小土地の貸与，素行の良い貧民への金銭貸し付けなどを行う権限

を教区会に付与した。

　治安判事は，救済を拒否された住民から不服の申し立てがあった場合，当該の貧民監督

官を2人の判事の前に召喚し，不服に対する回答を求めることができる。不服申立人が救

済を要し適切な救済が拒否されたと治安判事が判断した場合，必要と判断する救済を特別

教区会に対して命ずることができる。特別教区会がない教区については，2人の判事が教

区委員（churchwarden）および貧民監督官に対して必要な救済を命ずることができる。た

だし救済命令は1カ月の期間を越えることはできない。緊急の場合は，次の教区会までの

間（特別教区会がない教区においては次の簡易裁判までの問），救済を命ずることができる。

救貧に関する治安判事の権限はそれまでより制限されることになったのである。それまで

治安判事は，救貧監督官から救済を拒否された貧民から訴えがあったとき，貧民監督官か

ら事情を聴取し，必要があると認めた場合，救済を命ずることができた。したがって治安

判事に救済を与えるか否かの最終判断がかかっていたのであり，治安判事が貧民の圧力に

よってその決定を左右されることもあったという㈹。

　1820年代にはいると救貧税の増大は止み，救貧税の膨張についての危機感は薄れ，救貧

法の完全な廃止の主張は後退した。しかし，救貧制度の問題点は依然として解消されてい

なかった。1830年には，イングランド南東部を中心として労働者の暴動が起こった（スウィ

ング・ライオット）（’9》。これを機に救貧法改正の議論は再び高まり，王立救貧法委員会が設

置された。同委員会は，膨大な調査を行い，1834年に報告書を提出した。そしてそれをも

とに，同年に救貧法改正案が議会に提出され，修正を経た後に新救貧法が成立した。

　以上のような救貧の思想と救貧法めぐる動きのなかでリカードウもまた，特に貯蓄銀行

との関わりで貧困問題について論じているのである。以下では，．まずリカードウの貧困と

その救済についての考え方をみて，次に貯蓄銀行の成立とそれを導いた思想を検討した上

で，リカードウの貯蓄銀行をめぐる議論を取り上げることにする。

4　リカードウの救貧論

4」1救貧法の影響とその廃止の結果の認識

　リカードウは『原理』第5章「賃金について」において，賃金の決定の説明をした後，

「以上が賃金を左右し，またあらゆる社会の圧倒的大部分の幸福を支配する法則である」と

述べ，「他のすべての契約と同様に，賃金は市場の公正かつ自由な競争に任せられるべきで
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あり，けっして立法府の干渉によって統制されるべきではない」（1，p．105，訳p．123）（20）こと

を強調する。現実の労働市場においては公正で自由な競争は行われていない。それを妨げ

ている最大の要因は，救貧法である。そこでリカードウは「賃金について」の章の後半部

分を，救貧法の影響の分析と批判にあてているのである。

　リカードウによれば，「救貧法の明白で直接の傾向は，これらの瞭然たる原理に正反対で

ある。それは，立法府が情深く意図したように，貧民の境遇を改善することにはならない

で，貧民と金持ちとの両方の境遇を悪化することになる。救貧法は，貧民を富ませるので

はなく，金持ちを貧しくするように仕組まれている」（1，pp．105－6，訳pp．123－4）のである。

　リカードウは救貧法がもたらす影響のマルサスの分析を基本的に承認している。マルサ

スの見方では，救貧法は労働者の将来に対する不安を取り除くことにより人口の増加を促

進する一方で，食料の生産は増加させないかあるいは減少させるので，貧困を減らすので

はなく逆に増加させる。リカードウは，救貧支出によって食料生産が増加しないというマ

ルサスの考えは批判する（VII，　pp．2－3，訳p．2）が，救貧法の「有害な傾向は，マルサス氏

の有能な手際によって完全に解説され」た（1，p．106，訳p．124）と述べ，救貧法が人口増加

を促進し貧困を増加させるという結論は承認するのである。「救貧法は，．．．抑制を不要にし，

無分別を招いてきたのである。」（1，p．107，訳p．125）リカードウは救貧法が社会に対して有

害な影響を及ぼすことに強い確信を抱いていたのであって，「このような法律［救貧法］は，

富と力を貧と弱に変え，単なる生存をまかなうという目的以外のあらゆる目的から労働の

努力を去らせ，すべての知能的卓越をくじき，肉体の欲望を満たすことにたえず精神を煩

わせ，ついにはすべての階級が普遍的貧困という疫病にかかる羽目に陥る，という傾向を

もっているが，これは引力の法則と同様に確実である。」（1，p．108，訳pp．126－7）

　さらにリカードウは，現行の救貧法がそのまま存続するならば，救貧税は「ついにこの

国のすべての純収入，あるいは少なくとも，そのうち，歳出にたいする国家自身の不可欠

な需要を満たした後に，国家がわれわれに残すべき分量の純収入を，全部吸収してしまう

ようになる」（1，p．106，訳p。124）という。現実にはまだ救貧法の作用は純収入をすべて吸

収するには至っていない。それは，救貧行政が教区という小さな地域単位で行われており，

救貧税は教区において査定され徴収され支出されていることによっていると考える。した

がって，救貧行政を全国単位で行うという提案には反対である（1，p．108，訳p．126）。また

この救貧税は直接には教区内の土地や建物の利用者にかかる税である⑳が，農業者の利潤

にとくに重くかかることになる税であり，原生産物の価格をを上昇させ，そのことにより

製造業を含め一般的に利潤率を低下させるとみる（1，pp．257－8，訳pp．297－8）。利潤率の低下

は資本の蓄積率を低下させ，経済の発展を遅らせ，労働者に対する需要の増加率を低下さ

せ，賃金率を低下させることになる。原生産物の価格の上昇が消費財の価格を引き上げる

程度に応じて，それはまた地主の負担にもなるという。
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「この害悪の性質が救済策を指示している。救貧法の適用範囲を漸次縮小することにより，

貧民に，その生活維持にあたり組織的または臨時的な慈善を当てにすべきではなく，彼自

身の努力を当てにすべきであること，および慎重と深慮とは不必要な徳性でもなくまた不

利益な徳性でもないことを教えて，独立の価値を銘記させることによって・われわれはし

だいにより健全でより健康な状態に近づくであろう。」（1，p．107，訳p．125）

　ここで，リカードウにとって「健全な状態」とは，賃金率が市場において自由で公正な

競争の作用の結果として定まるということを含んでいた。リカードウは，労働者が慎重さ

を身につけ，人口の増加を抑制するのでなければ，彼らの幸福の永続的な増進はありえな

いと考えるのである。「貧民の慰安と幸福は，彼らの側ですこし注意をするか，あるいは立

法府の側ですこし努力をして，彼らの数の増加を調節し，そして彼らのあいだで早期の軽

率な結婚をより少なくするようにしなければ，永久に確保されえない，ということは疑う

余地のない真理である。」（1，pp．106－7，訳p．125）

　それでは，救貧法を廃止した場合，労働者の幸福の増大はあるのであろうか。救貧法を

廃止することによって労働者が救済を当てにすることができなくなれば，労働者は自分自

身に依存するしかなく，自然に慎重の習慣を身につける結果，労働の供給は以前に比べて

抑制されることになり，したがって市場における賃金率の水準は上昇するであろうと，リ

カードウはみる。これについては，トラワHutches　Trower（22）に宛てた手紙の中で，次のよ

うに述べている。

「救貧法を廃止することが，そして労働階級が労働の報酬を恩恵の形ではなく賃金の形で

受け取るようにすることが望ましくないですか？もし君が，そうだ，と答えられるならば，

独身の労働者が生活維持に十分な以上の報酬を受け取ることを阻止する方法はありません

し，また私がそれを遺憾とする理由はすこしもありません。家族をもつ既婚労働者の賃金

が，彼自身とその家族を維持するにかろうじて足りるようなときは，独身者の賃金は豊か

でありましょう。私はこの点をすべて承認します。しかしそれが救貧法廃止の必然の結果

であるならば，廃止にともなう状況のもとでそれを承服して行かねばなりません。たとえ

それが悪い事態であってさえ，私はそうは思いませんが，廃止にともなう良きもののため

にそれを忍ばねばなりません。∫（Ricardo→Trower，1817／1／27，　VII，、p．124，訳p．147）

上の手紙では家族持ちの労働者の生活水準がどうなるかについてのりカードウの考えは，

必ずしもはっきりしない。救貧法を廃止したならば，賃金は現状よりも上昇し，家族持ち

の労働者もある程度貯蓄する余裕をもてるようになると，リカードウは見ているのである。

このことは，リカードウの次の言葉に明らかである。

　「労働者の賃金は，彼が完全に就業しているときには，つねに彼自身および家族を支える

に足りるばかりでなく，君のおっしゃる不時の必要に備えて貯蓄銀行に多少の蓄えをさせ

うる程度のものでなければなりませんし，また真によい制度のもとではそうなるでしょう。」
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（R→T，1818／1／26，VII，　p．248，訳pp．290－1）

すなわちリカードウは，救貧法が廃止され交渉における自由と公正が確立した「真によい

制度」のもとでは，就業労働者の賃金率は家族持ちの労働者もある程度の貯蓄ができる余

裕を持てる水準になるというのである。

　それでは，救貧法を廃止するとして，それはどのようにして廃止すべきであるのか。リ

カードウは理論では高い抽象レヴェルで議論をしたが，現実の問題に取り組むとき，抽象

的な理論から導き出した結論を単純に当てはめることはしなかった㈹。救貧法の場合，廃

止するのが望ましいとしても，リカードウの時代でもすでに200年以上もイングランドの人々

はそのもとで生活し習慣を形成してしまっているので，廃止は慎重に，しかも漸進的に行

われなければならないとみる。救貧法が貧困を減少させるのではなく増加させるとすれば，

「貧民の友は誰でもその廃止を熱望せざるをえない。」しかしリカードウは，「不幸にも，そ

れは長い間実施されてきたものであり，そして貧民の習性はその施行にもとづいて形成さ

れてきている」のであるから，救貧法の急激な廃止を主張しない。救貧法の廃止には「もっ

とも慎重にして巧妙な措置を必要とする」のであって，「その法律の廃止はもっとも漸進的

な歩調で果たされるべきである」と考える（1，p．106，訳p．124）。書簡においてはりカード

ウは，廃止の方法ないし手続きについての考えをより詳しく述べている。

「では救貧法の悪い影響を認めて，その廃止が望ましいものだと仮定しましょう。すると，

問題はいかにしてそれを実現するか？ということです。救貧法の適用を次第に制限してゆ

き，貧民が自分自身の努力だけに頼るように仕向ける以外にそれを実現する方法がありま

すか？その実行方法は，まず第1に救済を絶対に必要とする者以外は救済をいっさい与え

ない一それらの者にたいしてももっと控え目に与え，そして最後に救貧法を全然廃止し

てしまう，ということではないですか？．．．ながいあいだ悪い制度に耐えてきたのち，よい

制度に移ってゆくにも，まず貧民階級の深刻な苦悩を経なければならない，と考えねばな

らぬことは苦痛です。が，だからといってそれが真実でないというわけにはゆきません。」

（R→T，1817／1／27，VI1，　pp。124－5，訳pp．147－8）

　同様な主旨のことは別の手紙でも述べている。

「私は救貧法を立法当初の意図と思われるものに復帰させるような変更には喜んで妥協し

ます。すなわち，救済を老年者および病弱者だけにかぎり，ある事情のもとではそれを児

童に及ぼすというものです。是正しようとする弊害を増大させないような変更は，どんな

ものでも改善といえましょう。現在の方式は困窮の対象をつくりだし，これを必ず幾何学

的な比率で増大させてゆくにちがいありません。

　真面目な気持ちで現在の方式に突然の変更をくわえたいと願うものは誰もいないでしょ

う。労働階級は特定の製造品に対する時々の需要の変動からくる災難にさらされていて，

これにたいしては労働階級自らが備えなければならないのであって，これを立法の対象と
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すべきでないという点を彼らに教えることが大きな目標でなければなりません。」（R→

T，1818／1／26，VII，　p．248，訳pp290－1）

　リカードウの救貧法廃止の方法についての考えは，要するに，救貧法の適用を次第に制

限していき最終的には廃止するのであるが，最初の1歩として救済を絶対的に必要とする

者に限る，例えば「救済を老年者および病弱者だけにかぎり，ある事情のもとではそれを

児童にも及ぼす」ようにしながら，労働者が自立の精神と節約の習慣を身につけるように

促していく，というものなのである。‘

4－2　マルサスとの相違点

　以上のようにリカードウは，マルサスの貧困と救貧法についての考え方を基本的に受け

入れているのである。しかし，相違点がないわけではない。第1には，すでに指摘したよ

うに，マルサスが救貧支出が食料生産を増加させないとみていたのに対し，リカードウは

救貧支出が食料生産を増加させる効果を認めていたのである。例えば，マルサスに宛てた

書簡の中で，次のようにマルサスの考えを訂正させようとして，繰り返し働きかけている

のである。

「以前にお話ししたと記憶しており，またあなたもその後の諸版で訂正したと言っていらっ

しゃったと信じますが，あなたはある箇所で，救貧税は分配されるべき食料の量を増加す

るうえでなんらの効果をももっていないかのように論じておられたと思います一一あなた

は救貧法が食料の需要を，したがって食料の供給を，増大させることをお認めになる義務

があると思います。これを承認することはけっして証明されるべき主眼点を弱めるもので

はありません。」（R→Ma茎thus，1816／1／2，　VII，　pp．2－3，訳p．2）

　マルサスは大幅に改定した『人ロ論』第5版を，1817年に出版する。これに対してリカー

ドウは，救貧支出のもたらす効果についてマルサスが依然として自分の主張をはっきりと

認めていないことを改めて批判する。すなわち，

「救貧法の傾向は分割されるべき食料の量を増すことであると必ずしもつねに認めておら

れるわけではなく，いくつかの箇所では同じ量のものがより多数の人間のあいだに分割さ

れることだと想定していらっしゃるようにみえます。」（R→M，1817／10／21，VII，　p．202，訳

P．238＞

　第2の相違点は，労働組合についての考えの相違である。上で見たように，マルサスは，

その独特の賃金基金説的な論理から，労働組合による賃上げ要求は労働者階級の生活水準

の向上をもたらさないと考えていた。リカードウは，労働組合は賃金率を上昇させる効果

をもつとみている。

「労働者の団結は労働階級のあいだに分割されるべき貨幣の総額を増大させるでしょう。

これらはつまらぬ反対論だと思われるでしょうが，これを述べたのは私の主張の一貫性を
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保つためです。これらは読者大衆には理解されないでしょうが，私の特有な見解をよく御

存知のあなたは説明を必要となさらないでしょう。」（R→M，1817／10／21，VII，　p．203，訳

p．239，傍点は原文）

　当時は団結禁止法が存在していたのであるが，もしこれを廃止し労働者が労働組合を結

成して交渉することができれば，賃金率は上昇するであろう。リカードウの理論によれば，

賃金率が上昇すれば利潤率は低下する。しかしリカードウは労働組合禁止法は労働者に対

して圧制的で不公正であり，雇用主側にとっても利益がないと主張するのである。

「私はいままで私の注意をとくに団結禁止法（Combination　Laws）に向けたことはありま

せんでした。よくは存じませんが私にはそれらの法律は労働階級にたいして不公正で圧制

的であり，しかも雇主側にとってもほとんど実益がないように思われます。これらの法律

にもかかわらず雇主はしばしば脅威を受け，労働者の不公正な要求に応ずることを余儀な

くされています。組合に対する真の解決策は双方の側の完全な自由と，暴力および無法に

対する適当な保護です。賃金は自由な契約の結果であるべきであり，契約の当事者はどち

らの側も加えられる強制から自分をまもるために法律に頼るべきなのです。その他のこと

はすべて競争がうまくやるに違いないと思います。」（R→McCulloch，1820／12／4，　VIII，

p．316，訳p．356）

　これは，団結禁止法は「きわめて有害であると考えます。．．．そうでなければ無害であろ

うような組合を危険なものに［し］．．．さらにこれまですでに十分広がっていた，労働者と

資産階級との問の亀裂を大きくする傾向があるからです」（McCulloch→R，1820／11／28，

VIII，　p．313，訳p．353）という，マカロクの主張に対して回答したものである。リカードウ

の考えでは，問題なのは交渉における双方の自由の確保であって，労働組合禁止法はそれ

に役立たないというのである。禁止すべきなのは労働者の団結そのものではなく，暴力行

為や威嚇行為なのである。交渉の自由の確保のためにこそ，法律に訴えるべきである，と

いうのである。周知のようにスミスは『国富論』において，親方資本家は表面には現れて

いないが団結して賃金の上昇を抑えようとしていると述べている。同じような認識がリカー

ドウにもあったのかもしれない。リカードウは，労働者の団結を禁止して，労働者が暴力

や無法に訴えれば，そのほうが問題であるとみていたのである。

　マルサスとの相違点の第3は，マルサスが不況下における一時的な貧困救済手段として

公共事業を肯定したのに対して，リカードウは公共事業への資金の充用は他の用途からの

移転にすぎないとしてその効果を否定する・（VII，　p．116，訳p．137）。マルサスが『経済学原

理』（1820年）において展開した一般的供給過剰の理論によれば，公共事業に失業者を雇用

することは不生産的労働者の雇用の比率を高めるので，利潤率を上昇させ資本蓄積率を高

めて，経済を不況から回復させ経済全体の雇用を増加させる。しかしリカードウの考えで

は，公共事業への支出は他の用途からの転用にすぎず，経済全体としては雇用増大効果を
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もたない。この点をリカードウは，マルサス宛の手紙の中で明瞭に述べている。

「貧民救済のために最近採用された方策にかん掌るご意見をうかがわせてほしいと思いま

す。私は，貧民の雇用を目的とする資金の調達はきわめて有効な救済方法だと考えている

人たちの仲間ではありません，というのは，そのことは社会にとってより以上に生産的で

ないにしても，同等に生産的な他の用途からそれらの資金を転用することになるからです。

たとえば資本のうち貧民を道路に雇用する部分は，必ずどこかで人間を雇用するものであっ

て，私は干渉はすべて有害だと信じます。」）（R→M，1817／1／3，VII，　p．116，訳p．137）

　ここで「最近採用された方策」というのは，公共事業への貧民の雇用である。匡リカード

ウ全集』の編者のスラッファの注によれば，1816年の秋以降，ロンドンおよびイギリス各

地で救済事業が進められたが，その資金は個人の拠出によって調達されたものであった。

エディンバラでは1，600人の人間が道路の建設および補修工事に雇用された。その後，1817

年4月28日，大蔵大臣は「げんざい救済事業と呼ばれているもののこの世紀最初の実験」

と称されるものを発表した。彼は公共事業の完成に貧民を雇用するため£50万にのぼる国

庫証券の発行を提案した（W．Smart，　p。543）。リカードウは1819年2月に下院議員に選出さ

れる（シャープR．Sharpからリカードウ宛の1819年2月25日付の手紙を参照，　Vm，　pp．17－8，

訳pp．19－20）が，後に議会においても同じ主旨の発言をしている。「彼（リカードウ）は議

員諸公が資本を道路や運河の建設に使おうと論じているのを聞いたとき，彼らはこのよう

に使われる資本はどこか他の部面から引き揚げられなければならないという事実を看過し

ているようであった。」（V，p．32，訳p．33）

4－3貧困問題へのりカードウの取り組み

　上でみた1817年中下院救貧法特別委員会の報告が出たときリカードウはそれを読み，高

く評価するとともに，その政策提言がまだ不徹底であることを批判している。つまりリカー

ドウはマルサスに劣らない救貧法廃止論をとっていたとみることができるであろう。

「救貧法に関する下院委員会の「報告書」を読んで大きな満足を覚えました一この方面

から健全な原理が広められていることを知ってうれしく思いました。もっとも，もし委員

会がもっと強硬に有効な救済方法を主張していたならば，私はいっそう喜んでいたでしょ

う。この点で委員会はあまりにもためらいすぎています一子らは方策をいろいろ推奨し

たあげくにそれを推奨したり放棄したりしています。全国いたるところで現行制度の不都

合が感じられていますから，やがて弊害の根源が理解されるようになるだろうと思います。

主要誌はみなこの問題をよく扱っています。『ブリティシュ・レヴュー』の最近号にこの委

員会の「報告書」の非常によい紹介がのっていて，一読に値します。」（R→T，1817／12／10，

VII，　p．219，訳p．258，傍点は原文）

　リカードウは，労働市場に対する政府の干渉を排除し，自由で公正な労働市場を形成す
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るために，その最大の障害となっている救貧法を廃止することを主張したのであるが，救

貧法を廃止した後は労働者に対して何もしないでよいと考えていたのであろうか。リカー

ドウは，自分で費用を負担し，貧民の子供たちのための学校をつくり（1817年），運営した。

リカードウは自分が運営する学校についてほとんど述べていないのであるが，J．ミルに宛

てた次の手紙でわずかではあるが，学校の運営状況について報告している。

「貧民たちのために学校を建てたということ以外に，レイディ・ロミリのお褒めにあずか

れるようなどんな善行を私どもが当地で施したか私は知りません。」（R→Mill，1817／11／9，

VII，　p．206，訳p．243）

「学校のことをお話しするのを省くべきではありません一それらはうまくいっています一

一それらの学校は双方ともいつもいっぱいで，多くの少年や少女たちは入学のため欠員が

できるのを待っています。上級の少年少女は非常によく読み，書き，字をつづり，計算を

することができ，また多くのものがこれらの学習部門でかなりできるようになったのち学

校からたえず出てゆきます。私が折々そこを離れていて学校にほとんど注意を払えない点

を考えると，校長は非常によくやってくれました。自分はこれらの施設を支持することで

この土地にたいして真実の奉仕をおこなっているのだと私は自負せずにはいられません。」

（R→Mill，1823／8／7，　IX，　pp。328－9，訳pp．365－6）

　リカードウはまた，貧民の子供たちを効率的に教育する方式を考え出したランカスター

Joseph　Lancaster（24）の運動を支援するため寄付をし（Lancaster，1809，　p．7），ランカスター

の教育方法を広めることを目的とした協会（British　and　Foreign　School　Society）の役員に

もなっているのである（2‘）。それだけではなく，リカードウは1816年頃からイングランドに

も広まりつつあった貯蓄銀行の設立や運営に積極的に参加した。したがってリカードウは，

救貧法廃止後にも必要な救済は政府によるのではなく，人々の慈善的な活動によって解決

すべきだと考えていたとみてよいであろう。

　リカードウは貯蓄銀行の設立に当たっては，友人のトラワと貯蓄銀行のあり方について

議論をした。この議論はリカードウの貧困問題と救貧法についての考え方をよく表してい

る。リカードウが出版したものには貧困問題への言及は余りないのであるが，書簡の中で

はとくに貯蓄銀行をめぐってかなり詳しく自分の考え方を述べているので，以下ではこれ

を取り上げる。しかし，その前に，イギリスにおける貯蓄銀行の成立とそれを支えた思想

についてみておこう。
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5　貯蓄銀行の成立とその思想

　上でみたように，貯蓄銀行のアイディアはベンサムにみられる。実際に設立されたもつ

とも初期の例としては，ウェイクフイールド夫人Priscilla　Wakefieldが1804年にロンドン

に開設したTottenham　Benefit　Bankカミ挙げられる。これは1s．以上の預金を預かり，£・1

単位で5％の利子を付け，要求があるとき払い戻した。最初はウェイクフイールド夫人と

協力者たちが自分たちの負担で利子を払っていたが，後には預金を5％の利付き国債に投

資するようになった（H．0．Horne，　p．26）。以下で見るように，本格的な貯蓄銀行は，まずス

コットランドの貧しい小さな教区であるRuthwellにダンカンHenry　Duncanによって1810

年5月に設立された。この貯蓄銀行では規則的に貯蓄した者には報償を与え，貯蓄を怠っ

た者には罰金を課すという形で，労働者の貯蓄心を向上させようとしたが，逆にそれは銀

行としての性格を弱めることになった。より銀行の性格をもったEdinburgh　Bank　for

Savingsが，フォーブスJ．H．Forbesによって1813年12月に設立され翌年1月に開業した

（p．46）。これに続いてスコットランドの各地に貯蓄銀行が設立され，1815年の末にはスコッ

トランドの全域に貯蓄銀行が存在するようになった。これらの貯蓄銀行は，預かった預金

をCharter　Banks　of　Scotland（Royal　Bank，　Bank　of　Scotland，　British　Linen　Companyの3

銀行）あるいは他の銀行に再預金することができた。Charter　Banksは，貯蓄銀行に5％の

利子を払い元本保証をしたので，貯蓄銀行は預金の安全で有利な運用をすることができた

のである。

　イングランドでは上でみたように初期的な試みはあったものの，貯蓄銀行の発達はスコッ

トランドよりも遅れた。その1つの理由はおそらく，イングランドの銀行は預金に対して

利子を払わなかったので，貯蓄銀行は預金の安全な運用先を容易に見つけられなかったと

いうことがある。しかし預金を国債に投資し預金者をその所有者とすることで，リスクを

預金者に負担させる方式をとるBath　Provident　Institutionが1815年1月17日にヘイガース

John　Haygarthによって開設された。また1816年1月1日にはEdinburgh　Bankにならった

貯蓄銀行が下院議員のロウズGeorge　Rose（26）によって設立された（Southampton）。リカー

ドウが開設と運営に積極的に関わったProvident　Institution　for　the　Western　Part　of　the

Metropolisは，1816年4月15日にPanton　Street，　Haymarketで開業した。これはバース方

式をとった。この貯蓄銀行の運営にあたる管理者managersのなかには，マルサスやR．ト

レンズの名前もみられる（Hume，1816，　p．8）。1817年7月にはG．ロウズの提案により貯蓄銀

行法が議会を通過し，貯蓄銀行に法的承認が与えられるとともに，イングランド銀行が貯

蓄銀行の預金を国債への投資として受け入れ特別に高い利率と元本保証を与えた。
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5－1　3つのモデル

　貯蓄銀行には，3つの基本的なタイプがあった。以下ではそれらについて説明する。

Ruthwellモデル：

・スコットランドのDumfriesshireのRuthwell（貧しい小さな教区）に1810年5月，ダンカ

ンHenry　Duncan（27＞によって開設された。これが本格的な貯蓄銀行としては最初のものとい

われる。Ruthwellにも友愛組合があったが，友愛組合にはいくつかの問題点があった。問

題点の1つは，友愛組合は組合員の支払い能力の変化や相違にうまく対応できないという

ことがあった。友愛組合の場合，組合員は定期的にある決まった額を払い込まなければな

らない。労働者に余裕がある場合にはその余裕分が浪費されることになり，また時にはそ

の決まった額を払えないことが起こるが，その場合には罰金が課された。こうした事情を

考慮して，労働者が自分の都合に合わせて自分自身の努力で将来の必要に備えるのを助け

る機関としてRuthwell　Parish　Bankは構想された（Duncan，1815，　p．8）。

　労働者は若くて壮健なときには，通常は生活に必要なもの以上を稼ぎ，ある程度の貯蓄

が可能である。労働者が個人で貯蓄し，必要な場合に備えるということが考えられる。し

かし，銀行は小額の預金を預からない（銀行は£10以上でないと受領しない）。また貯金を

自分の家においておけば盗難の危険があるし，それを使ってしまうことへの誘惑が大きい

し，利子も付かない。このように安全で有利な貯蓄の機会がないという状況のもとでは，

貯蓄の誘因は弱く，収入に余裕があっても浪費されてしまう。とくに工業都市では労働者

の賃金は高く貯蓄する余裕があるけれども，飲酒やその他あらゆる悪徳が生み出されてい

る。大部分の人々にとって病気や老齢のときの生活に不安がある。このような不安がある

ことは，労働者の多くが友愛組合のメンバーになっていることが証明している。このよう

な状況で安全な貯蓄手段が与えられ，将来の必要に備えることができるならば，彼らは節

約や勤勉の習慣を身につけるであろう。労働者に貯蓄を奨励するのに重要な条件は，貯蓄

の安全性と有利性である。貯蓄が確実に払い戻されかつ効率的に増加していくことがわか

れば，労働者は進んで貯蓄をするようになるであろう（pp．6－8）。

　ダンカンはRuthwell　Parish　Bankを，1810年5月に，以上のような状況のなかで設立し

た。ダンカンは，その構想の想源がボーンJohn　BoneのTranquillity　Schemeにあるとして

いる（pp．8－9）（28｝。しかしこの構想の実現には，障害があった。1つは，こうした機関の運

営をになってくれる適当な人物を見出すのが困難なことである。もう1つは，すでに大部

分の労働者が教区内の友愛組合に加入しているということである。（人口1，100人のうち，約

300人近くが加入している）。彼らは友愛組合の掛け金を定期的に払い込まなければならな

いので，そのうえにさらに貯蓄をする余裕がほとんどないのである（p．9）。しかし，教区の

有力な人々の協力を得て，構想が実行に移された結果，設立から4年半のあいだにこの機
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関への預金額は£1，160以上にもなった。この預金はCharter　Banks　of　Scotlandの1つであ

るBritish　Linen　CompanyのDumfries支店に預けられ，それには5％の利子が付けられた

（p．10）。この銀行は，善意から，寛大にもこのような利子率を与えてくれたという。上に指

摘した困難な状況を考えれば，これは驚くべき成功であるとダンカン自身は評価する。

　Ruthwell　Parish　Bankは，次のように運営された。ダンカンによれば，貯蓄銀行が成功

するためには預金の安全性が特に重要である。人々は過去の経験から，この種の機関に対

しては猜疑心をもっているので，人々のこの偏見に十分に配慮することが必要であり，預

金の安全性に特に配慮しなければならない。安全性について安心してもらうためには，友

愛組合の場合と同じように，預金者がこの機関の運営に参加できるようにしなければなら

ない。そして機関の預金の状態についての詳しい説明が，各預金者の秘密の保持と両立す

る形で与えられる必要がある。そのためには，各預金者を番号で示し，預金額を公表する

という方法が考えられる。これによって，各預金者は自分の番号で記録された預金額を確

認でき誤りがあれば発見できるし，自分の預金について他人に知られることもない（pp．10。

11）。預金には通常4％の利子（これは通常の銀行利子率である）が与えられる。1s．以上

£10未満が預金として受領される。預金が£1に達するまで利子は付かない。利子は月ごと

に計算される（pp25－26）。預金者は，総会（年1回）あるいは4カ月ごとの委員会の会議

に対して，自分の預金額と4％の利子を要求する権利をもつ。3年以上メンバーであって預

金額が£5以上で，次の場合には，5％の利子が与えられる。1）メンバーの死亡あるいは

王国を離れる場合，2）結婚の場合，3）メンバーが50歳の年齢に達した場合，4）管理者di－

rectorsの役員会が預金者あるいは家族にとって：有利と判断した場合，5）病気その他の原因

で生活ができなくなった場合（この場合は管理者の役員会の判断で彼の預金から週ごとの

手当を払うこともある），である（pp．26－27）。預金者が50歳に達した場合，基金の状態が許

せば，彼が権利をもつ額の10％を年金として生涯受け取ることを選択することもできる（p

p27－28）。預金はすべて．5％の利子率でBritish　Linen　Companyに預けられるので，利子の

差額が生ずる。この差額分と端数の預金から生ずる利子は，機関の運営経費（会計係treas－

ur6rの給与と，その他印刷費など諸経費）の支払いと，「称賛すべき努力によってそれに値

すると思われる規則的な預金者にプレミアムを与える目的に当てられる基金［補助基金］」

に充当される（pp．11－12）。これは，毎週規則的に継続して預金することを奨励するためで

ある。またこの基金は，慈善家の寄付があれば増額する。当初の構想では，預金者の預金

の払い込みについて，その額，時期のいずれも自由と．し，友愛組合のように罰金や罰則は

設けないとされていた。しかし，規則的な預金に強い動機を与えることが下層の人々の利

益だという考えのもとに，1814年の8月置次のような条項が追加された。すなわち，「各預

金者は彼の預金に年4s．以上の額を追加することが義務づけられ，この規約に違反した場合

毎年1s。が罰金として補助基金auxiliary　fundに移されるものとする。」（pp．12－13）
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　Ruthwell　Parish　Bankの特徴として，預金者が運営に参加するという友愛組合に近い形

態をとっていることがある。この点についてダンカンは，人々の猜疑心を克服するために

は預金者の運営への参加が不可欠であるという。

「大部分の人々は，財産や教育の点で彼らよりまさっている人々に対してねたましく思う

自然な感情をもっている。気を付ける必要があるのだが，彼らの多くは，彼らの利益を促

進するように上層階級の人々を導く非利己的な考えを理解することがほとんどできないの

である。また寛大さの装いのもとに二心（ふたごころ）と詐欺の証拠を見出すという経験

をし，猜疑心を抱くようになってしまっている人々もいる。したがって，彼らから彼らの

お金の管理権を取り上げるような計画は，おそらく必ずといってよいほど，最初は疑いの

目で見られるであろうし，根拠のないたくさんの不安が無知な人々の心には生ずるであろ

う。計画の利点そのものが，彼らの目には，用心する理由となるのである。」（Duncan，1816，

P．8）

ただし，ダンカンは，運営の重要な部分は知識のある上層階級の役員がになっている点で，

友愛組合と異なっていることを強調する。友愛組合はメンバーの互助的な保険機関で，不

真面目なメンバーの影響により，運営がうまくいかなくなることがあるが，そうした問題

は排除されているという。民主的な形態をとることについては，預金者を安心させるとい

う利点があるだけではない。彼によれば，上層階級の人々はすべて信頼できるというわけ

でもなく，民主的な形態は役員による詐欺や無作為を防ぐのに有効であるという　（Duncan，

1817，pp．13－15）o

　ダンカンは同じパンフレットの第2版（Duncan，1816）において，友愛組合と貯蓄銀行

の比較をしている。初版では友愛組合について問題点だけを指摘していたが，第2版では

友愛組合が必要で有用な場合をあげ，貯蓄銀行と相互補完的な関係にあるとしている。病

気や体力が衰えた時期はもっとも費用がかかるのであるが，収入は逆にもっとも少ないか

あるいはまったくなくなる。つまり労働者の生活手段の獲得可能性は健康と体力に依存し

ているのであるが，もし不幸にも蓄えができる以前に，健康と体力が失われた場合には労

働者はまったく無力な状態に置かれる。友愛組合はこのような場合に助けになるのであっ

て，基本的に事故，病気，老齢に備えた互助的な保険機関なのである（pp．48－49）．。労働者

がたとえ貯蓄銀行の預金者になっていたとしても，十分な貯金ができないうちに病気や事

故に遭えば，生活手段を失うことになる。友愛組合は，労働者を堕落させ貧困を増加する

ものとして批判される救貧法の欠陥を免れている。労働者は，友愛組合から手当を受けた

場合には，自分の努力の成果を受け取っていると感じるのである（p。50）。

　以上のように友愛組合の必要性を認めた上で，ダンカンは友愛組合の問題点を指摘する。

第1に，友愛組合は保険数学的な原理に基礎を置いているのであるが，その原理の根拠が

不確かである（pp．52－53）。（プライスR．Priceの計算には誤りがある可能性があるという。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一28一



p．53）第2には，友愛組合には新しいメンバーが継続的に加入して来ることを期待すること

ができず，メンバーの多くが同時期に老齢に達し，破産する危険性がある。（若い人々が別

の友愛組合をつくってしまう可能性がある。‘ j（pp。54－55）（例えば，　Ruthwell　Friendly

Societyの年齢構成は年月を経るとともに高齢者に偏るようになっている。p．87）第3には，

その基金の運営がうまく行われない可能｛生がある（p．55）。第4に，民主的な運営形態がと

られる結果，徒党が形成され誤った決定がなされる危険性がある（pp．55－56）。もう1つ，

以前に指摘した，友愛組合が個々入による事情の相違や個人の事情の変化に対応できない，

ということがある。これは，貯蓄銀行と友愛組合を組み合わせることで解決できるとする

（P．58）。

Edinburghモデル：

　Ruthwellの場合規約が複雑にすぎ，また慈善機関的な性格が強く，銀行業としての性格

はあまり持っていなかったといえる。Edinburgh　Bank　for　Savingsは，フォーブスJ．H．

Forbes（29）によって設立され，1814年1月14日に営業を開始した（Forbes，1817，　p．7）。預金

は1s。以上から受領され，利子率は年4％で，必要なときには利子とともに元金が払い戻さ

れる（元金保証）。月曜日に事務所が開かれ，預金の受領と引き出しに応ずる。利子は預金

が12s．6d。（ペンス）に達するまではっかない。利子は月ごとに計算される。預金が£10に

達したとき預金者は預金を引き出さなければならず，預金者の選択する銀行に預金するこ

とができ（スコットランドの銀行は利息を支払って預金を受け入れていた）。しかし，預金

者は新しい口座を貯蓄銀行に設けることができる。預金はSir　William　Gorbes　and　Company

に預けられる（Forbes，1815，　pp．6－7）。全体の手続きが簡単で便利であった（pp．12－3）。こ

れは，無報酬で善意により役員になる人の負担を少なくし，役員を確保するためであった。

　Edinburgh　Bankの開業後の実績についてみると，1815年10月1日時点では，預金者数が

745人，払い込み預金額が£2，423，引き出し額が£1，094，預金残高が£1，329ほどであった

（Forbes，1816，　p．10）。5年後には預金残高は£3，249であったが，これは大都市の貯蓄銀行

としては期待外れの結果であった（H．O．Horne，　p．48）。

　Ruthwell　Parish　BankとEdinburgh　Bankの重要な相違をまとめると，1）Ruthwellでは

預金者が運営に参加したが，Edinburghでは参加しなかった，2）Ruthwellでは預金者のモ

ラルを調査し報償を与えたり，預金の引出しに制約を設け罰金を設けたりしたが，

Edinburghでは預金者のモラルを調査しなかった，ということになる。Edinburgh　Bankは

通常の銀行事業に近く，業務が単純化されていて役員の労力負担が小さかったので，この

方式が広く普及することになった。1815年末までにはスコットランドには多くの貯蓄銀行

ができた。
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Bathモデル：

　ヘイガースJohn　Haygarth（30＞の提案により，1815年生月にBathにランズダウン侯The

Marquis　of　LansdowneをPatronとして設立された。この機関の設立以前にBathには

Servants’Fundがつくられていた。1808年に4人の貴族夫人Ladiesと4人のGentlemenか

ら成る協会が，Bathの召使いを対象として，彼らの賃金のうちから貯蓄できる部分を預か

るという目的で設立された。この協会の預金額は£2，000を越えないものとされていた。年

利子率は4％，12s．6d．当たり6d．で，預金が£50に達したら引き出されなければならない

ことになっていた。この払い戻しの際，理事Trusteesは国債に投資することを勧めた

（Haygarth，1816，　p．1）。このServants’Fundは賢明に運営され，成功を収めた。これを発

展させる形で，バース貯蓄…銀行Bath　Provide血t　Institutionは設立されたのである。

　Bath　Provident　Institutionの運営は，次の通りである。1s．以上の預金を受け入れ，預金

の上限はない。ただし，預金額が£1国債を購入できるようになるまで利子はつかない。

すべての預金は5％国債または他の政府証券に，3人の理事の名前で投資され，預金者は

その所有者となる。配当（利子）から経費として6分の1が控除され，預金者は6分の5を

受け取ることができる。預金の引き出しについては，月の最初の月曜日に出納係Actuary

に通知することにより，所有者は彼の国債の全部あるいは一部を売却してもらうことがで

きる，そしてその通知から28日経過以降の任意の月曜日に，当該国債の売却の時点での価

格の全額をすべての経費を除いた最後の半年間に生ずる利子とともに，受け取ることがで

きる（pp．52－55）。

　Bath　Provident　lnstitutionのもっとも重要な特徴は，預金者を国債の所有者とすること

で，国債価格の変動から生ずるリスクを預金者が負担するようになっていることである。

これは，スコットランドのように安全で確実な投資先がイングランドにはなかったので，

貯蓄銀行の役員がリスクを負担せず，貯蓄銀行の存続を確保するためにとられた方法であ

る。もしこうした方法が採られなければ，役員になる人を確保するのは困難であったであ

ろう。この方法では，人々は預金に不安を感ずると思われたかもしれないが，運営開始か

ら最初の1年間で£4，018の預金があった（p．90）。

　バース方式は，リカードウがその設立と運営に加わったロンドンのWestminsterにおい

て，ほとんどそのまま採用された。それは，ウェストミンスター貯蓄銀行Westminster

Saving　Bank（正式名称はThe　Provident　Institution　for　Savings，　established　in　the　Western

Part　of　the　Metropolis）の設立運営に積極的に関わったヒュームJoseph　Hume（31）の説明に

明らかである。相違は，Westminsterの場合3％国債に投資し，配当を年2回に分けて支払

うという点ぐらいである（Hume，　p．14）。

　イングランドでは，エディンバラ方式をとって設立される貯蓄銀行もあった。代表的な

のが，SouthamptonにG．ロウズを中心として設立された貯蓄銀行Provident　Institution；or，
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Saving　Fund　for　the　Town　of　Southampton　and　its　Vicinityである（1815年11月開業）。

Southamptonの場合，預金者は国債の所有者とならず4％の利子と元本を保証されたので，

国債価格の変動によるリスクは役員にかかり機関の存続が保証されないことになる。そこ

でとられた措置は，各預金者の預金に上限を設定することであった。すなわち預金額が

£25に達した時点で，預金者は預金を引き出すか，自分の名前で公債に投資するかを選択

しなければならなかった（Beaumont，1816，　p．25）。（ただし，後にこの上限は£50に緩和さ

れた。Rose，1817，　p．18）

5－2貯蓄銀行に対する批判

　ロウズ法の成立（1817年）後貯蓄銀行はイギリス全土に広まっていったのである（後述）

が，貯蓄銀行を批判的にみる考え方がなかったわけではない。貯蓄銀行に非常に厳しい批

判をしている例として，ローソン（Edward　Lawson）の批判がある（Lawson，1818）（32）。

　ローソンは「貯蓄銀行というこの最高の欺購」と呼び，貯蓄銀行そのものが国富の減少

をもたらし人々のモラルを堕落させるとして批判する。ローソンによれば，貯蓄銀行は次

の2つの効果をもつ。すなわち，

1）貯蓄銀行には国富を増大させるのではなく減少させる傾向がある。

2）貯蓄銀行は貧民のモラルを向上させるのではなく，それと反対の傾向をもっている

（P．16）。

　第1の点に関して，ローソンは次のように説明する。国富は貯蓄がありそれが投資され

ることによって増加するのであるが，貯蓄は2つの仕方で生ずる。1つは，富（所得）の

増加があったときその増加からの貯蓄である。もう1つは，支出の節約によって生ずる貯

蓄である。前者の貯蓄，すなわち所得の増加から生ずる貯蓄が投資されるのではなく貯蓄

銀行に預けられることによって，富の増加は停止し，追加的労働需要は生じない。次に後

者の貯蓄，すなわち労働者の消費を切り詰めて貯蓄させ，それを預金させる場合には需要

の減少と生産・雇用の減少が生ずるという（pp．16－9）。このように，貯蓄銀行は，国富の増

加を停止させるだけでなく，減少させるというのである。

　ローソンは，次の点を強調する。すなわち，貯蓄銀行の推進者たちはそれによって貧民

の浪費（例えば飲酒など）が抑制されるといい，このことがもたらすそれ以上の効果につ

いては言及しない。しかし，もしジンの消費を減らしそれだけ貯蓄させることに成功した

とした場合，この産業に対して破壊的な影響がある。例えば，ジンやポーター（ビールの1

種）の消費を減らし節約した分を貯蓄銀行に預金したとする。それによる第1の影響は，

大麦の栽培の減少，醸造所，蒸留所の減少，そしてこれらの産業における雇用の減少であ

る（p．20）。

「その場合，これらの（雇用から排除された）人々はどうなるか？彼らは（消費を減少さ
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せ）彼らにこれまで（消費財を）供給してきた何千人という人々を雇用から投げ出すであ

ろう。彼らは何か他の仕事をすればよいといわれるかもしれないが，何があるであろうか。

人々はジンその他を飲まないで貯蓄したお金を貯蓄銀行に入れるのであり，したがって他

のいかなるものも追加的に需要されないであろう。また他の産業に人手の不足はなく，追

加的需要はないのであるから，当然彼らはすべて飢えざるをえない。」（pp．20－1）

　もし人々がジンなどの消費を減らしても，その分を貯蓄銀行に預金しないで他の何かを

購入するのに支出すれば，結果はまったく異なったものとなる。その場合，他の産業にお

いて労働への追加的需要があり，仕事を失った人々が他の産業に転じさえずれば，すべて

の人々が雇用される。その場合の問題は，主にある産業から別の産業への労働者の移動の

困難にある。「しかし貯蓄銀行は，貯蓄を産業の促進のために支出しないで何十万入という

人々を雇用から投げ出し，貧欲を刺激する以外の何物も促進しない場所に貯蓄をおいてお

くだけである。」（p．21）貯蓄銀行は預金で国債を，つまり誰かがすでに所有している国債を

購入するのであるから，商品に対する追加的需要を生まないのである（p。22）。

　要するに，生産や雇用に関しては，貯蓄銀行が生み出す効果は，次のようなものである。

すなわち，1つは，富の増加分をいっそうの発展にむけるのを阻止し，雇用の拡大を阻止

し，富の増大を妨げることである。もう1つは，産業の商品に対する需要を減少させ，多

数の人々を雇用から投げ出し，さらにこれらの人々に商品を供給している人々を雇用から

排除し，富を減少させることである（p23）。

　次に，第2の貯蓄銀行の労働者のモラルに対する影響については，次のように述べる。

貯蓄銀行は労働者のモラルによい影響を与えると主張される。「貯蓄銀行を称賛する人々は，

人々に際限のない欲望を植え付けることによって，人々を道徳的にすることを期待してい

る。」（p．23，傍点は原文）しかしローソンは1貯蓄銀行は道徳を改善するのではなく，浪費

という悪徳を貧窮というもっと重大な悪徳に置き換えるにすぎない，と主張する。「飲酒の

罪は唾棄すべき悪徳である。それは確かに嫌悪すべき罪であるが，それに食欲の罪がとっ

て代わるとすれば，それははるかに重大な悪徳であろう。」（p．28）実際には，貧民のモラル

は決して悪くはなく，互いに欠乏を補い合い助け合うという美徳をもっている。浪費や飲

酒の悪徳はあるにしても，道徳性において他の階級の人々と比べて決して劣るものではな

い，とローソンは見なしている（pp　28－9）。

「貯蓄銀行の紳士諸氏が勧めるように，お金を自分の手元かあるいは貯蓄銀行に保蔵する

hoardすることは，社会を害することである。それは商品相互の交換手段を奪い去ることに

よって，すべてのものを停滞させる。しかし貨幣は富richesそのものではなく財産でもな

く，財産の印（しるし）あるいは尺度である。もし国内のすべての紙幣が燃やされたとし

ても，すべての実質資産は以前と同様に豊かである。もし国のすべての財産が破壊され紙

幣が残るならば，その結果この欲求は，青空によって満たされないのと同様に満たされな
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いであろう。したがって貨幣を蓄積することは財産を増加することではない。しかしなが

ら貨幣は，手から手に渡る商品の価値を測る尺度として不可欠である。したがってそれを

保蔵することは，この移転を妨げることであり，産業にとってきわめて有害なのである。」

（P。32）

　上の議論を見ると，ローソンはケインズの有効需要の考えに近いものをもっていたよう

に思われる。その観点から貯蓄：銀行による人々の貯蓄の促進が，需要の減少をもたらし，

生産と雇用の減少をもたらすとしたのである。

　ローソンは，友愛組合は二半を刺激することはないとして，好意的に評価する。

「これらの組合は，貯蓄銀行と顕著な対照を示している。貯蓄銀行は利己心，そして富を

獲得する欲望に基礎をおいている。それは人間を完全に孤立化individualizeさせ，彼の貧

欲を刺激する際限のない展望を示す。．．．社会から分離され一般的な必要から援助を引き揚

げ自分のための財産を積み上げる人間は，貧欲なcovetous人間である。彼をそうするよう

にしむけ，そうすることに称賛を与える制度は，貧欲covetousnessの推進機関である。」（p．

33，傍点は原文）

　このような貯蓄機関が推進される背景には，真の慈善心以上の何かがあるとローソンは

みる。ローソンによれば，地主たちは貧民を扶養するために多額のお金を救貧税として負

担することに嫌気がさしており，貧民を扶養しない口実を与えてくれるどのような方法を

も歓迎する。さらに，国債が多額に累積しており，国債の所有者たちは，貧民が暴動を起

こすか，なんらかの革命的な動きが生ずれば，国債の価値が暴落することを知っているの

で，貧民をともに国債の所有者にすることによって，貧民にとって国債の価値を維持する

ことが利益となるようにする方法を歓迎しているのだと推測している（pp．34－5）（33）。

　貯蓄銀行が利己主義をあおるという批判は，かなり広くみられた批判のようであり，ダ

ンカンがすでにそのパンフレットの初版で取り上げており，「貯蓄銀行は下層民の利益を意

図しており，下層民においては勤勉と節約がまだ習慣となっておらず，勤勉と節約は人間

の多くの徳の基礎なのである」（Duncan，1815，　p．20）と，貯蓄銀行は勤労と節約の精神を

やしない，人々の道徳を向上させることを強調している。貯蓄銀行を推進した人々の多く

は，労働者の自立を図るとともに，労働者の道徳的な面での向上が貯蓄銀行によってもた

らされることを期待していたのである。

　貯蓄銀行がイギリス各地で設立され始め，以上のように貯蓄銀行をめぐる議論がさかん

に行われるという状況のなかで，リカードウは友人のトラワと貯蓄銀行のあり方をめぐっ

て論争するとともに，実際に貯蓄銀行の設立と運営に積極的に関わったのである。．
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6　リカードウの貯蓄銀行論

　リカードウとトラワHutches　Trower問の貯蓄銀行をめぐる議論はロウズ法の成立（1817

年7月12日）の前後の期間に集中して行われた。以下，この議論の中からリカードウの貧

困問題と貯蓄銀行についての考えを探ることにする。

6－1　貯蓄銀行の評価

　リカードウとトラワの問の貯蓄銀行をめぐる論争は，トラワが1816年1月19日付けの手

紙で，次のように問いかけたところがら始まった。

「君は貯蓄銀行についてどのように考えられますか？できれば，この問題についてなにか

資料を送ってください，お願いします。私の考えでは，貯蓄銀行は，うまく運営されると

きは，貧民の生活状態と品行のいずれをも改善する非常に重要な手段です。貯蓄銀行は最

終的には救貧税の圧力を減らすのにきわめて効果的でしょうし，しだいに慈善団体にとっ

て代わるだろうと期待しています。」（Trower→Ricardo，1816／1／19，　VII，　p．12，訳p。13）

　これに対する返事でリカードウは，貯蓄銀行はすぐれた機関であって，運営さえうまく

行えば，貧民の生活の向上と道徳の改善に役立つとするが，同時に注意すべき点について

も指摘する。

「貯蓄銀行にかんする私の意見を聞かせよということです。私はそれらは優れた機関であ

り適当に運営されるならば，貧困者の状態と道徳とを改善するのに役立つと考えます。し

かし私の危惧する点は，それらは最初は大きな信用と財産とをもっている人たちによって

設立されるでしょうが，一それが普及するにしたがってやがて投機的な商人たちが，利

潤を引き出す事業としてそれを企てるだろうということです。貧困子たちはそれの資金の

運用についてある種の拘束力をにぎっていなければなりません。さもないかぎり地方銀行

の無限の増加からくるものと同じ弊害が生ずるでしょう。

　この拘束力は立法府によって与えられねばなりません。そうでないと設立者の失敗にた

いしてなんらの保障も与えられぬことになりましょう。貧困者たちはこれらの貯蓄銀行を

設立する当事者の資産と信用とを調べるなんらの手段をも持っていません。」（R→T，

1816／2／4，VII，　p．16，訳pp．18－9）

上の手紙では，貯蓄銀行は「貧困者の状態と道徳とを改善するのに役立つ」としか述べて

いないが，トワラに宛てた後（1816年3月9日）の手紙では，より具体的に，述べている。

「王国のすべての地方に貯蓄銀行が普及することは，もし富裕で事情に通じた人たちがそ

れにたいして若干の注意をはらってゆくならば，非常に役立つでしょう。それは貧しい人

たちのあいだに節約心と将来への配慮とを導き入れるようになり，やがて，貧困者のいっ

さいの不幸をたたえた大きな流れの源となっている，あまりに過剰な人口への傾向を阻止
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するかもしれません。」（R→T，1816／3／9，VII，　p．26，訳p，30）

　リカードウは貯蓄銀行は労働者に節約心を身につけさせ，将来への配慮を生み，人口増

加を抑制する効果をもつとして，貯蓄銀行の積極的な意義を認めている。しかし同時に，

貯蓄銀行が投機的な商人によって利潤追求の手段として利用されるという危険があり，こ

の危険を防ぐためには，預金者が資金の運用について拘束力を握るようにしなければなら

ない，とその危険性も、指摘している。上でみたように，Ruthwell　Parish　Bankの場合，預

金者が年総会に参加し，一部の役員を預金者の中から選び，その役員が運営委員会に加わ

るという形で，預金者によるある種のコントロールが行われていた。リカードウが具体的

にどのようなコントロールの方法を念頭においていたかわからないが，法律の規定によっ

てそれが与えられることが必要であるとしている。

　リカードウが運営に参加した最初の貯蓄銀行はPrQvident　Institution　for　Savings，　estab－

lished　i皿the　Western　Part　of　the　Metropolis－Westminster　Saving　Bank）である。設立

の会合においてリカードウの友人であるヒュ」ムJoseph　Humeの動議によって，バース方

式を採用することが決定され（Haygarth　1816，　pp．17－9），1816年4月15日に開設された。

（この貯蓄銀行には，Bath　Provident　Institutionの管理者managersの1人であるエルウィ

ンHastings　Elwinが参加していた。）預金者を国債の所有者とする必要性についてはリカー

ドウも同じ考えをもっており，シティーにおける貯蓄銀行の創立の会合においてバース方

式の採用を主張し，シティーでも同じ方式がとられた（VII，　p．50n，訳p．58n）。トラワは，

バース方式を採用した貯蓄銀行（ゴダルミンGodalming貯蓄銀行，サリー州）を設立する

（1816年4月15日）（Pratt　1830，　p．189）。

　同じ1816年の4月にはロウズGeorge　Roseによって貯蓄銀行に関する法案が議会に提出

された。その法案は，すべての貯蓄銀行が四季裁判所Quarter　Sessionsに登録し，その規

約を寄託する，資金を取り扱う役員は担保を出す，預金はイングランド銀行の減債基金委

員会の口座に預け，£100当たり年£4．11s．3d．の利子を受け取ることができる，£30までの

預金者は教区救済から排除されない，ということ等を内容とする（Poynter，　p．293）。この

法案に関してトラワは，預金者によるコントロールを排除すべきであるという，リカード

ウとは逆の見解を表明している。

「法案が構成員と呼ぶ預金者がその機関を支配するという原則に基づいて，この法案の全

体はつくられています。どの委員会も，その行使するすべての権限は，預金者に由来すべ

きで，預金者がその権限を委任することになっています。ところで，これらの機関が設立

され運営されるべき原則は；預金者はその業務の運営について口出ししないし，また，監

督しないということです一これらの機関は，貧困者が自分でできないことをおこなう一

門らの金を管理するという，はっきりした目的のために設立されるのです。だから，預金

者がその経営に干渉する権限をもってはならない，ということが肝要です。この法案は預
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金者にこれらの機関の役員の選任をまかせています。」（T→R，1816／5／24，VII，　p．33，訳

p．39，傍点は原文）

　トラワの念頭に友愛組合のことがあったのかどうかはっきりしないが，恐らくは金融業

務に詳しい役員が国債に投資する上での判断が，預金者によって妨げられべきではないと

いう考えがあったものと思われる。

6－2　非排除条項

　ロウズ法案についてリカードウとトラワの問でもっとも大きな論争点となったのは，貯

蓄銀行へのある一定額以下の預金者を救貧対象から排除しないという条項（非排除条項）

であった。これについて，少し長くなるが，トラワの考え方をよく表しているので，リカー

ドウに宛てた1816年8月20日付の次の手紙を引用しよう。

「私は，長い手紙をエルウィン［Hastings　Elwin］から受けとっています。この手紙は，、預

金者に教区救済を拡大するという大問題にかんするロウズ法案の条項を主題としたもので

す。彼は，その発案の原罪は私にあるので，私には，自ら生み落したものを育てる義務が

あると言っています。その策を承認することは，貯蓄銀行を成功させるに不可欠だと確信

していますのに，法律家はそれにたいして強い異論を抱いていることを知り，残念に思い

ます。そういう策がとられないかぎり，彼の意味する貧者は，貯蓄銀行とまったく関係を

もたないでしょう。私は預金者は，預金者としてはかならずしも教区救済から除外される

べきでないこと，それを特別な場合に適用するについては，（当然のことながらその場合だ

け）その判断の自由を治安判事に任せること，このことを明確にする確認条項がとり入れ

られることを希望するにすぎません一この問題を回避することはできません。問題は発

生するでしょうし，解決されなければなりません。個々人の気まぐれな対立した意見に委

ねておくよりも，立法府が一般的に解決するほうがずっと賢明です。私は，そのような救

済を必要とする場合は，あまりないだろうということも確信しています。将来に備える習

慣から，ときどき，稼ぎの一部を貯える人々が教区のやっかいものになることは，おそら

くないでしょう。しかし，不慮の出来事や不幸によって，救済を受けることが必要になる

かもしれません。だから，そのような事情におかれた時はいつでも，隣人と同じように，

彼の教区の援助にあずからなければなりません。人が牛を持っているか，豚を持っている

か，キャベツ畑を持っているかによって，救済は拒否されません。では，自分の貯金をこ

のように使う人々が，それを貯蓄銀行に預けておくのよりも優遇されるべき理由はどこに

あるのでしょうか。しかし，場合によって違った結果になることを認めるとしても，なお，

貧しい人々が一般に分別と節約の習慣を身につけるよう仕向けるために預金者を優遇する

ことは価値あることだと私は言いたいのです。その習慣から，われわれはもっとも重要な

結果を得ることを期待するのです。」（T→R，1816／8／20，VII，　pp。63－4，訳pp．73－4，傍点は原
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文）

すなわちトラワは，ロウズ法案の非排除条項は貯蓄銀行の成功にとって不可欠だというの

である。労働者が自らの努力によって将来に備えるため蓄えをつくったからという理由で

救貧対象から排除されるとすれば，労働者は将来万が一失業したり病気やけがをして働け

なくなった場合のことを恐れるであろうから，貯蓄銀行に預金しないであろうとみる。ト

ラワは，この非排除条項を非常に重要であると考えていた。そして預金者にも必要な場合

には救済を与えることを法律で規定すべきであるという。その後のリカードウ宛の手紙

（1816年11月19日付）でも，預金者が救済を受ける権利が法律によって保証されないかぎり，

治安判事は救済を与えることを躊躇するであろうから，法律による規定が不可欠であるこ

とを再康強調している（VII，　pp．96－7，訳pp．113－4）。

　ロウズ法案の非排除条項については，エディンバラ貯蓄銀行の設立に中心的な役割を果

たしたフォーブスJohn　Forbesも，その必要性を認めていた。この条項には反対が強かっ

たようで，審議の過程で何回かの修正を受けた。修正を受けたある段階の条文をフォーブ

スが引用しているので見ておこう（Forbes，1817）。

「貧民監督官その他は，そうした機関の預金者に対して，そうした機関の基金に彼が分け

前をもっているという理由で，そうした機関の基金に分け前をもっていなかったならば受

ける資格があったはずの教区救済を与えることを拒否してはならない。ただし，貧民監督

官がそうした申請を2人の治安判事その他に対して行った場合は別である。この場合には，

そうした2人の治安判事が，問題のケースおよび関連するすべての事情の十分で適切な調

査と検討の上で，それらに関して適切と判断される命令を出すことは，適法であるべきで

あり，また適法でありうる。」（p．83）

トラワが上の手紙で言及していたのは，このような条文かそれに近いものであったと思わ

れる。この条項についてのフォーブスの評価は，一見するとこの条項は反対すべきもので

あると思われるが，貯蓄銀行を労働階級が受け入れるようにするための唯一の手段として，

何らかのそうした規定を少なくとも一時的に導入することに賛成である，というものであ

る。

「上のように修正された形では，反対すべき点はない。それは，あれこれの場合に，判事

が健全な判断を行使する権限を与えている。例えば，労働者が牛や豚，あるいは彼が小屋

や庭をもっている場合，もし長期間にわたる病気あるいは彼の雇用源の完全な停滞によっ

て大家族の必要に迫られて彼が一時的な救済を求めることを余儀なくされたとしても，救

済を受ける前にまず彼の困窮の原因がなくなったとき彼に役立つ彼の家族の生活手段を処

分するように彼に要求するのは賢明ではないであろうし，また慣習でもないと思う。もし

そうしたならば，救済が与えられる前に彼は受救貧民の状態に陥っていることになる。こ

の結果，不足分の救済だけでなく，彼と彼の家族の生活は全面的に教区救済に依存するよ
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うになり，一時的な負担は恒久的な負担になる。．．．労働者が預金から受け取る利子（配当）

は，あらゆる点で，牛や庭が生み出す生産物と同様なものである。」（pp．84－5）

　要するに，現行の救貧法の影響が人々の習慣や感情に影響するかぎりでは，そうした条

項を否定することは，労働者が救済を受ける前に彼のすべての貯蓄を消費することを強制

することを意味する。自分の欲望を抑え貯蓄の努力をした結果，救済を受けられなくなっ

たとすれば，彼は欲望を抑えたことを後悔するであろう，という（pp．85－6）。

　上に引用した1816年8月20日付のトラワの手紙に対するリカードウの返事は発見されて

いない。しかし，トラワからリカードウ宛の1817年1月17日付の手紙の中で引用されてい

るりカードウの言葉にリカードウの考えがうかがわれる。

「君［リカードウ］は「貧しい預金者に教区救済をあたえることによって，結局は彼らに

教えこまなければならない有益な教訓を引き延ばし，そのかぎりにおいて，賃金がさもな

ければ到達できるであろう高い率に落ち着くのを妨げる」と言われます。」（T→R，1817／1／17，

VII，　p．117，訳p．138，傍点は原文）

　リカードウは，非排除条項については救貧法との関連で考える必要があることを指摘す

る。つまり，リカードウにとって救貧法を廃止することが，労働者の賃金率を引き上げる

とともに労働者が自立の精神を身に付けるのに必要であり，非排除条項が救貧法の廃止に

役立つかあるいは逆にその廃止を遅らせるかという観点から判断されなければならないと

いうのである。

「では救貧法の悪い影響を認めて，その廃止が望ましいものだと仮定しましょう。すると，

問題はいかにしてそれを実現するか？ということです。救貧法の適用を次第に制限してゆ

き，貧民が自分自身の努力だけに頼るように仕向ける以外にそれを実現する方法がありま

すか？その実行方法は，まず第1に救済を絶対に必要とする者以外には救済をいっさい与

えない一それらの者にたいしてももっとも控え目に与え，そして最後に救貧法を全然廃

止してしまう，ということではないですか？もしも救貧法を，それ以外に生活手段をもた

ない者だけでなく資産をもつ者にたいしても適用しなければならないとすれば，それらの

適用を制限するかわりにそれを拡張することになるでしょう。また人口の増加を抑制する

かわりにそれをいっそう助長し，われわれが目的とする究極の結果からますます遠ざかる

ことになりましょう。．．．貯蓄銀行法案の例の条項は，それの救貧税にたいする影響という

点から吟味しなければなりません。それが削除されるならば救貧税の適用は限定されるこ

とになり，一貧民層の一部の人々が自分で自分を維持し，他の者によい道徳的手本を示

すことを助長す’驍ｱとになり，こうして漸次よりよい制度を採用する途が準備されてゆく

わけです。あの条項を支持するいくらか根拠のある議論は，もしそれがなければ貯蓄心を

弱めるというものだけです。しかし私はこれが当っているとは信ずることができません。

誰も救貧院での将来をあたまに描きながら貯蓄する者はありません。貧者も富者もすべて
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幸運な将来を信じていて，順調にいっているあいだはけっして逆境のことなど考えるもの

ではありません。」（R→T，1817／1／27，VII，　pp．124－6，訳pp．147－8）

つまりリカードウは，非排除条項を削除してこそ救貧法廃止への道が開ける，というので

ある。非排除条項があれば労働者の教区救済へ依存する精神はなくならず，救貧法廃止へ

の展望も開けないと見ているのである。トラワも救貧法を廃止すべきであると考える点で

はりカードウと意見が一致するのであるが，リカードウとは逆にトラワは抵抗を少なくし

救貧法の廃止をすみやかに達成するためにこそ，非排除条項が必要であると主張し，リカー

ドウにその条項の必要性を認めるように説得しようとする。

「君と私は，救貧法のもつ悲しむべき傾向と，それをよりよき制度に改める必要性に関し

ては，意見の相違はまったくありません。唯一の問題点は，この重要な変更がどうずれば

もっとも容易にかつ効果的に達成されうるのか？ということです。この大きな目的をきわ

めて大幅に促進するものとして，この貯蓄基金の制度に期待をよせるものです。また，こ

の変更にともなうはずだと思われる弊害の数を少なからず減らすよう工夫されたものとし

て，期待をよせています一それゆえ，私はこれらの銀行をわが国全体に広めたいと望ん

でいます。このことは，銀行の預金者となる誘因を貧者に提供することによってのみ達成

されることができます。そこで，もし必要ならば，ある制限のもとで，預金者に救済を与

えることができる条項を私が切望する唯一の理由は次のようです。つまり，貯蓄銀行は預

金者に大きな刺激をあたえ，お金を貯蓄し，そうすることによって貧者をなくするように

計画されたものだと考える，ということです。」（T→R，1817／2／9，VII，　pp．128－9，訳p．152，

傍点は原文）

トラワは，救貧法の廃止を目指す点ではりカードウと意見は同じであるが，それを実現す

る方法についての考え方が異なるだけである，というのである。非排除条項は貯蓄銀行の

成功に不可欠なのであるが，貯蓄銀行は救貧法の廃止を促進するとともに，救貧法廃止に

伴う「弊害」を緩和するとトラワは考える。

　このようなトラワの説得に対する次に見るリカードウの回答には，非排除条項の除去を

主張するリカードウの考えがより明確に示されている。リカードウは上のトラワの説明に

反論して次のように自説をより詳細に示す。

「救貧法の有害な傾向についてわれわれの問に意見の相違がないことを喜んでいます。一

われわれ両人はそれが改正もしくは廃止されることを願っていますが，そんなに有益な目

的を達成する手段については完全な意見の一致をみていないと思います。もし私が君と同

じように貧しい人たちは問題の条項によってこれらの貯蓄機関の預金者となる大きな刺激

をあたえられ’ると考えるならば，私はそれを支持するでしょう。それが存続すると心配な

点は，その結果救貧税の増加をまねくということよりもむしろ救貧税を減少させないだろ

うということです。．．．われわれの目的は彼ら［独身労働者］が賃金のなかから貯蓄できる
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ものを蓄積するように奨励することですから，問題は，この条項の挿入もしくは削除が彼

らの心理にどんな効果をあたえるかということです。君のお考えは，彼らはたえず貧困化

の機会を目撃しており，また彼ら自身が貧困状態に陥る見込みがきわめて強いために，も

し資産をもつと救済が受けられなくなるとすれば，資産を得ようとする動機をもたなくな

るだろうというものです。私は反対に，彼らが得た資産を支出して自分の必要を満たすか

らといって，資産を得たためにかえってより悪い状態になるという訳のものではないと考

えます。この点はもちろん君もお認めになるでしょう。しかしわれわれはすべて不運に見

舞われる機会をさして眼中においていず，したがって稼ぎ高の一部を貯蓄できる程度の賃

金を得ている労働者の心に，貧困に陥るかもしれないという恐怖が効果を与えることはほ

とんどありえない，というのが私の意見です。もっとも楽観的にみて，これらの貯蓄機関

から期待しうる唯一の好結果は労働者中のこの部類の者［独身労働者］を救貧税の影響か

ら引き離すことで，こうして被救済者の数を減らして，彼らに（いっそう）独立心をうえ

つけるということです。この目的をもっとも確実に達成するためには，人間によい習慣を

実行させる保証をとることです。この条項を削除してご覧なさい。彼はその蓄えを確保し

ておくために，つつましく慎重にやってゆかねばならぬことを知るでしょう。逆にそれを

挿入してご覧なさい。すると彼は蓄えに手をつけないで1週間なり1カ月なり遊んで暮ら

せることを前の場合と同様に確実に知るでしょう。」（R→T，1817／2／24，VII，　pp．133－4，訳

pp．157－9，傍点は引用者）

リカードウは，非排除条項があれば労働者は貯蓄に手を付けないでも遊んで暮らせると考

えてしまい怠惰な習慣から抜け出せないのに対して，それがなければ慎重さを身につける

と指摘し，非排除条項が救貧法によって生じたかあるいは促進された他者への依存心から

の解放を遅らせると考えているのである。リカードウにとって救貧法の廃止を早めるには，

非排除条項を取り除くことが必要であったのである。

6－3　貯蓄銀行の預金者

　非排除条項をめぐる議論の中で問題になったのは，上の引用文にすでに現れているよう

に，貯蓄銀行の預金者になりうるのはどのような人々か，ということである。賃金に関し

てトラワの見方では，労働者を独身労働者と既婚労働者に分け，現実の賃金は既婚者には

不十分であるが，独身者には十分以上であり，独身者の賃金の余裕分は浪費されてしまっ

ている。したがって，貯蓄銀行の預金者となりうるのは主として独身労働者である。

「賃金の問題をもっと詳しく調べ，その問題点がなんであるかを見ましょう。この観点か

らは，貧しい人々は当然，2種類に分けられます一門1は，自分だけ生活できればよい

独身者であり，第2は，自分の家族をも扶養しなければならない既婚者です一丁2のも

のに対しては，たしかに現在の賃金は不十分であり，引き上げられねばなりません。しか
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し，第1のものに対しては，十分すぎます。もし，この剰余が将来に備えて留保されるな

らば，将来の余分な需要を満たすための基金となるでしょう。しかし，それはすべて浪費

されています。．．。ですから，独身者に倹約と節約の習慣をすすめるように努力しなければ

なりません。これこそが貯蓄基金の目的なのです。しかし，もし人々が自分自身の利益の

ためにではなく，自分の隣人［救貧税を払う金持ち］の利益のために貯蓄しているのだと気

づけば，誰もこれらの銀行に所属しなくなるでしょう。浪費者に拡大されたその救済が拒

否されることがわかると，彼らはこのことに気づくにちがいありません。＿。それゆえ，主

たる目的は，独身者や青年に倹約の習慣をつけさせることにあると思われます。この目的

を達成するためには，たとえ若干の犠牲を払って問題になっている条項を1つだけ認めて

も，十分に価値あることです。」（T→R，1817／1／17，VII　117－8，訳138－40，傍点は原文）

　救貧法が存在する現状では貯蓄銀行の主な預金者になりうるのは独身労働者であるとい

う点については，リカードウも同意する。すなわち，

「おっしゃるように労働者には2つの階級があります。すなわち独身の労働者と既婚の労

働者です。救貧法はこれらの階級の賃金を独身労働者がようやく生活を維持しうる最低限

の額にまで引き下げようとする傾向をもっているにもかかわらず，この効果が完全に達成

されることは多分ありますまい。そうでなければ，教区の救済を受けていない独身労働者

もそれを受けている既婚労働者もおそらく預金者となりえないでしょう。なぜなら彼らは

預金すべきものをもたないからです。すると独身労働者は，彼らがぜひ必要とする額以上

を得ているものと考えねばなりません。われわれの目的は彼らが賃金のなかから貯蓄でき

るものを蓄積するように奨励することで［す］。」（R→T，1817／2／24，VII，　pp．133－4，訳p．158）

ヘイガースによる事例：

　貯蓄銀行の預金者となりうるのは現状では主として独身労働者であることは，バース貯

蓄銀行Bath　Provident　Institutionの設立に中心的な役割を果たしたヘイガースも指摘して

いる。ヘイガースは，労働者の賃金と生活費の関係，そして貯蓄することがいかに労働者

の生活を向上させるかということを具体的な数字で例証しているので，それを見ておこう。

　ヘイガースは，労働者にとって貯蓄するということが彼の生活を向上させる上でいかに

有効かを示す次のような例を挙げる。名前Charles　Chilset，住所Gibb’s　Court，21歳。夏季

にはタイル張り旅職人journeyman　tilerとして週20s．を，冬季にはかごかきchairmanとし

て週40s．を稼ぐ。彼は7カ月前に結婚し，週4s．の家具付きの部屋を借りている。同じ部

屋が，自分で家具をそろえた場合，週2s．で借りられる。彼が借りているのよりももっとよ

い家具が，£7か£8で購入できる。もし家具を買っていたとすれば，彼は週2s．，年5ギ

ニー（1ギニーは£LO5すなわち21s．）を節約できた。．彼は独身のあいだは，週10s．で十分

に生活できたであろうから，冬季には週30§．，6週間で£9貯蓄できたことになる。もし彼
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が結婚前に自分で家具を買うための£7，17s．4d．だけを貯蓄する努力をし，1年だけこの5

ギニー，あるいは数年間10週間ごとに£1を貯蓄銀行に預けていたならば，彼は家賃の週

2s．を節約でき，彼自身および彼の家族の生活をそれだけ楽にできたであろう。（Haygarth，

1816，pp．40－2）

　ヘイガースは，長年貧民と関わりのあった治安判事の書記をしていた人物の証言から，

この例が決して例外的なものではなく，ごく一般的な状況を伝えているという。そして15

年間Walcot教区（バースでもっとも大きな教区）の貧民監督官をつとめた人物（Mr．

Perciva1）の証言から，同教区で救貧手当を受けた400家族のうちで週6s。より多い手当を受

けた家族は1つもなく，週2s．6d．を受けた家族が141ともっとも多かったことを例として挙

げ，救貧手当に頼ることに比べて自分で努力して貯蓄することがいかに有利かを示してい

る（pp．42－3）（付録1参照）。ヘイガースはさらに労働者の収入と生活について，次のよう

に説明する。普通の労働者でも週あたり15s．を稼いでいる。独身のあいだは週10s．で十分に

生活できるので，週5s．は貯蓄する余裕があるのであるが，一般的にはエールハウスで浪費

されてしまう（pp．46－7）。旅煉瓦職人，大工等は，週1ギニーを稼ぎ，日曜Bと月曜日とを

酒を飲んで暮らす。熟練工は週2ギニーを稼ぐことができるので，彼は一般的に週の半分

は酩酊状態であるという。彼の妻や子供もエールハウスでの飲．酒パーティーに加わる始末

である。熟練した靴職人は週2ギニー稼ぐことができるが，週15s．しか稼がない普通の労働

者よりも生活状態は良くなく，反対に，よりぼろぼろの衣服をまとい不潔で，病気や仕事

のない時に生活する手段をもたない。（pp．47－8）。

　労働者の賃金と生活費については，トラワは，サリー州ゴダルミンにおいて週賃金が12s．

で独身者の生活費は8s．で十分であり，妻と2人の子供を扶養するのに16s．必要であると述

べている（T→R，1817／1／17，VII，　p．118，訳p．139）。もちろん，地域によって労働者の週あ

たりの収入には違いがあり，労働者が一般に上のような生活をしていると見ることはでき

ないかもしれない。しかし，上のような状況を例外的とすることもできないであろう。

6－4　利子率と元本の国家保証

　次にリカードウとトラワの間で問題になったロウズ法案の規定は，貯蓄銀行が購入する

国債はイングランド銀行の減債基金委員会の口座に預けられ，イングランド銀行は貯蓄銀

行に対して£100当たり年£4．11s．3d．の利子を支払いかつ元本保証をする，そして預金者

の預金は最初の年は£100以内，次の年以降は年£50以内に制限される，というものであっ

た（Poynter，　p．293，　Burdett　1818，　pp．79－81）。これについてトラワは，主に道徳的な影響を

問題とし，リカードウに次のように意見を求める。

「減債基金委員会への一貯蓄機関の投資にかんするロウズ法案の新しい条項は，ロンドン
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の貯蓄銀行によって，どのように見られていますか。また，それらの条項が議会によって

採用されるとき，それに適合させて彼らの構想を練るようにしたいと考えているのかどう

か，お教えいただきたく存じ，この手紙をしたためました。それは非常に重要な問題です

一一 ?閧､べき損失から預金者を保護することが大いに望ましいことは疑いありません。こ

とに，そうすることは，これらの貯蓄銀行の影響力をいっそう拡大する手段となるでしょ

う。その保証は，慎重を期して貯蓄銀行の理事の権限のなかに入っていませんでしたので，

政府によって与えられるのがたしかに無難でしょう。反対論はつぎのようだと思われます。

つまり，そうすることによって，預金者は国家に利害関係をもちそれの安全は大いに彼ら

自身の善行に依存している，という感情を等しくはもたないだろう，ということです。．．．

私は今朝その法案を受け取ったばかりですから，まだ十分に考えていません。あなた方の

貯蓄銀行，したがってまた，バースにあるわれわれの親貯蓄銀行は，どのような措置をと

ることを考えているのか，ご意見をお聞かせください。エルウィンはまだロンドンに滞在

中ですか，もし滞在中であれば，この問題について，手紙をくれるようにお伝えください。

　ロウズ氏がこの方策を採用したことは，彼の貯蓄銀行や，同種のものによって提供され

た貨幣の全額を返済する保証はしかねる，と彼が感じていることの完全な証拠です。そう

でなければ政府の援助を求める必要がどこにあるでしょうか？」（T→R，1817／5／7，VII，

pp．152－3，訳pp．181－2）

　ロウズは，預金者を国債の所有者としない方式をとるSouthamptonの貯蓄銀行の設立に

関わっていたので，最後の段落のような発言が出てきたのである圃。これに対するリカー

ドウの反応は経済学者らしく，預金者への道徳的影響よりも，そうした規定がもたらす政

府にとっての危険を指摘し，危惧を表明している。

「貯蓄機関の預金を理事者の意思によって（国庫）に寄託すると確定利付きの債務証書を

手に入れることができるという特権が認められようとしていて，その［ロンドンの3つの

貯蓄銀行の理事たちの］会合ではまちがいなく，われわれがこの特権を利用できるように

定款を変更することの得策いかんということが議論されるでしょう。預金者が預肥した元

金どおりの額を受領できる保証を与えられるということが非常に望ましいのであって，し

たがって預金者の預金を50ポンドに制限する点には非常な反対があっても，もしそれ以外

の条件ではこの利益を確保することができないならば，この制限は承認されなければなら

ないと私には思えます。。．．

　大臣たちがあのような条項を承認したことにはたいへん驚いています。なぜなら，寄託

額が非常に大きくなってくると，たんに国家に相当額の租税の負担を負わすだけでなく，

戦争勃発のさい金融操作を非常に困難にするからです。預金の寄託にたいして，’ Cングラ

ンド銀行が300万ポンドもの巨額の債務証書を発行したと仮定してください。すると，3分

利付き公債の価格が85パーセントのさい政府がこれを買い入れるとすると，政府は300万に
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たいしてわずかに31／2パーセントしか手に入れないわけですが，一方，同じく300万ポン

ドの債務証書の所有者にたいしては41／2パーセント以上を支払うわけですから，年額3

万ポンドの損失をこうむることになります。そして3分利付き公債の価格が60パーセント

に下落している時期にこの300万ポンドの額が支払いを要求されだとするときわめて不都合

なことになりましょう。なぜなら政府はこれを調達するために，それを購入したときの85

パーセントとそれを売却するときの60パーセントの差額，つまり75万ポンドを損失するこ

とになるからです。してみると，私はこれらの機関の支持者ではありますが，それがその

ような法外な特別配当を受けてよいものとは思えません。とりわけ私は公共におよぼすこ

の損失が貯蓄にたいして大きな奨励をあたえるはずはないと確信していますから。貯蓄機

関の預金者にとっては彼らの金にたいして受け取るものが5パーセントであるか4パーセ

ントであるか，あるいは3パーセントであるかは貯蓄の習慣を決意させる点ではほとんど

重要ではないでしょう。

　これらの貯蓄機関の道徳的影響という点については，預金者が5ポンドの金を預金の形

でもっていても，政府の債務証書の形でもっていても，国家にたいする利害関係は等しい

と感じ，したがって平和と善政に寄せる関心も等しいとお考えですか？この点について私

はなんらの差異も認めることができません。」（R→T，1817／5／9，VII　153－5，訳183－4，傍点

は引用者）

ここでリカードウは，トラワが問題にしていた道徳的影響については，預金者が国債の形

でもっているか預金の形でもっているかは，国家の政策や平和・治安の維持への関心に影

響しないであろうとして，問題にしていない㈲。上の手紙の前段の部分でリカードウが言

おうとしているのは，イングランド銀行が国債を預かり確定利付きの債務証書を発行する

のは元本保証を与える点で重要であるが，その場合には預金者の預金額を£50に制限する

必要がある，ということであろう。しかし，実際に成立したロウズ法では各預金者の預金

額を最初の年は年£100に，2年目以降は年£50以内に制限するだけで，総額での上限は規

定していない。後段におけるリカードウの言う「あのような条項」というのは，イングラ

ンド銀行が4％の確定利子率と事実上無制限の預金を認め元本保証を与えた規定を指して

いるいるであろう。リカードウの批判は，利子率が高すぎること，事実上無制限の預金を

認めながら元本保証を与えていること，とりわけ後者に向けられている。イングランド銀

行が巨額の国債を預かり元本保証をすれば，国債価格の低下は巨額の損失を政府にもたら

す。また確定利率を保証しているので，国債価格の低下は実際にはより高い利子率になり，

この利子率の差だけでも大きな負担をもたらす。こうした負担が政府の政策に大きな制約

を課すことになるのを，リカードウは危惧していたのである。
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6－5議論のまとめ

　以上に示されたリカードウの考えをまとめると，貯蓄銀行は貧困者の生活状態と道徳を

改善するのに有効なすぐれた機関であるが，投機的な商人の金儲けの事業にならないよう

にする必要があり，そのためには貧困者たちが資金の運用について拘束力を持つことを法

律によって確保しなければならないという。リカードウとトラワ間の議論は，ロウズの貯

蓄銀行法案をめぐってもっとも活発に展開された。最大の争点となったのは，貯蓄銀行へ

の預金者を救貧対象とするか否か，という問題であった。またリカードウは，政府による

元本保証と高い確定利子率の保証を批判する。

　£30以下の預金者を救貧対象から排除しないという非排除条項についてトラワは，貯蓄

銀行を成功させるために不可欠な条件だと考える。リカードウは，この条項に強く反対す

る。トラワはさらにリカードウを説得してこの条項の必要性を認めさせるために，労働者

を独身者と既婚者の2種類に分け，貯蓄銀行の主な預金者となる余裕があるのは独身者で

あり，その独身者に貯蓄の習慣を身につけさせるには非排除条項が不可欠だと主張する。

リカードウの考えでは救貧法の廃止は賃金率を上昇させるが，逆に救貧法を廃止しなけれ

ば労働者に貯蓄する余裕は余りなく，貯蓄銀行は成功しない。その条項の必要性を主張す

る根拠とされるのは，それがなければ貯蓄心が弱められるというものであるが，1リカード

ウはそれを否定する。リカードウはさらに反対の根拠として，非排除条項が救貧税を減少

させないこと，労働者の勤勉さと自立心を弱めることをあげる。トラワが言うように，もっ

とも貯蓄を期待しうるのは独身労働者であるが，この条項があれば独身労働者に節約心は

生まれないだろうという。

　ロウズ法案に対するリカードウのもう1つの批判は，イングランド銀行が貯蓄銀行に対

して支払う確定利子率が市場利子率を大幅に上回るという点，そして貯蓄銀行への事実上

無制限の預金を認めながら預託された預金はすべて払い戻されるという元本保証を与える

点に対してであった。イングランド銀行から貯蓄銀行に支払う利率は£100当たり年£

4．11s．3d．であったが，当時の3％コンソルの市場金利は£100当たり年下£3．15s。程度であっ

たから。これはかなり優遇された金利であったといえる。また事実上半金額の上限のない

場合の元本保証は，国債の市場価格が下落した場合には，大きな負担を政府にもたらす恐

れがあるという。リカードウが重要だと考えたのは，金利の高さよりも預金の安全性であっ

たのである。

　非排除条項は下院は通過したけれども，上院で否決された。ロゥズ法案の残りの部分は

承認され，1817年7月12日に国王の裁可を得て法律となった。この法律の成立の結果，1818

年には多数（前年の57に対して119）の貯蓄銀行が設立された。貯蓄銀行の数が急激に増加

し（1818年の末で約465の貯蓄銀行があったとみられる）（H．0．Horne，　pp．80－1），預金額も
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急激に増加し（この中には金持ちの預金もあると見られる），リカードウが危惧したことが

現実のものとなって現れた。1824年には年間預金限度額は最初の年は£50，明年度以降

£30に引き下げられ，預金総額についても£200の限度額が設けられた（Lewins，　p．59）。

1828年にはヒュームJoseph　Humeは，当時の大蔵大臣グールバーンHenry　Goulburnに対し

て，貯蓄銀行に支払っている超過利息（つまり国家の負担分）が£40，000から£50，000に達

していると指摘した。しかしこれはまだ過少評価であって，実際は年間平均で£67，000を上

回った（1818年から1828年の間の超過利息額は£744，363であった）。利率は£100当たり年

£3．16s．1／2d．に引き下げられ，年間預金限度額も£50から£30に，総預金限度額も£200か

ら£150に引き下げられ，£200を越える預金分については利子が支払われないということ

に，改訂された。（友愛組合などの慈善機関の預金総額は£300に制限された）。こうした変

更も十分ではなく，1844年には再び金利と預金限度額り引き下げが行やれた。利率を市場

の実勢に合わせることは，貯蓄銀行の乱用を防止するためにも必要と考えられた

（H．0．Horne，　pp．100－4）。1844年時点で1，012，047人の貯蓄銀行預金者がおり，預金総額は

£2，700万であった（p．111）。

7　リカードウの救貧論が目指したもの

　リカードウは救貧法の廃止を主張する立場から貯蓄銀行を支持した。リカードウは，救

貧法が廃止されることによって賃金率が上昇すると考えるので，救貧法の廃止がなされる

ことにより貯蓄銀行も成功するとみた。救貧法を廃止する立場からは，貯蓄銀行は労働者

の自立を促進するものでなければならず，したがって貯蓄銀行への預金者を教区救済の対

象とする非排除条項は否定されなければならなかった。貯蓄銀行そのものが公的慈善の性

格を持ってはならず，また自立的であってはじめて長期的に存続可能となると考えた。そ

のために彼は預金者を国債所有者とするバース方式を支持したのである。リカードウは，

貯蓄銀行の長期的な存続可能性と労働者の預金の安全性の確保を主眼とし，同時に貯蓄銀

行の富裕層による乱用を防止しようとしたのである。トラワは救貧法の廃止を目指す点で

はりカードウと同じであったが，非排除条項は貯蓄銀行の成功に不可欠で，救貧法廃止へ

の抵抗や廃止に伴う弊害を緩和し，救貧法の廃止をかえって早めるとみたのである。’

　救貧法をめぐる立場は，基本的には3つあった。1つは労働者の救貧を受ける権利を認

め救貧法を擁護するもので，W．ペイリーによって代表される。彼の思想は地主層を中心に

大きな影響を与えた。これと対照的なのは，救貧法が有害な影響をもたらすとみて，その

廃止を主張する立場であり，マルサスによって代表される。もう1つは，現行の救貧法の

有害な影響は認めるがその廃止ではなく，労働者の自立をうながす方向での大胆な改革と
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救貧行政の効率化を主張する立場で，ベンサムによって代表される。リカードウはベンサ

ム・グループの1員であることを，「あなた［Francis　Place］と同様に私はベンサムおよび

ミル学派の門下生です」（IX，　b．52，訳p．57）と述べ，彼自身認めていた。しかし，救貧法に

関するかぎりではマルサスの救貧法廃止の立場を支持していたのである。

　リカードウは，その経済学の理論を展開するに当たっては完成された市場社会を想定し

ていた。したがってそこでは自立した労働者の存在と自由で公正な競争が支配する労働市

場が前提されていた。しかし現実には救貧法が存在し，労働者は公的な救済に依存してい

たのであって，自立しているとはいえなかった。賃金も自由な競争が支配する労働市場で

決まっているとは，とうてい言えない状況であった。リカードウは，救貧法を廃止すれば，

賃金率は上昇し家族持ちの労働者でもある程度貯蓄できる余裕が生まれ，貯蓄銀行の預金

者となりうると考えていた。というのは，現実のイギリス経済は発展しつつある状態にあ

り，救貧法のような障害がなければ，賃金率は生存水準を上回っているはずであったから

である岡。

　貧困をめぐる議論のなかでリカードウが追求していたのは，労働者の自立と自由で公正

な労働市場の形成であったとみることができる。その際のリカードウの考え方の1つの特

徴として指摘できるのは，労働者に対する救済を止めることではじめて労働者は自立の精

神を身につけることができる，という見方であった。労働者を教育して自立の精神を身に

つけさせてから救貧法を廃止するのではなく，救貧法を廃止すれば自立せざるをえなくな

り，それを実際に経験することにより学ぶのだという考え方である働。「私は，人民は道徳

的にも知識的にも向上した，したがって彼らはこういう避けることのできない不運に見舞

われても，従来の例よりも無法に陥ることが少なくなっている，と考えたいのです」（R→T，

181q／7／15，　VII，　p．49，訳p．57）と述べており，確かにリカードウは，労働者階級がかなり進

歩していることを認めていた。しかし下層の労働者は依然として自立の精神を身につける

必要があると見ていた。そしてそのためには救貧法の廃止が不可欠であると考えたのであ

る。

　経済学の理論の前提とした市場社会はリカードウにとって完成して眼前にあるものでは

なく，まだ完成しなければならないものであった。現実には，救貧法，穀物法，地主階級

が支配する議会とそれを支える選挙制度があり，貨幣・金融制度も未整備な状態にあった。

そこでリカードウは，救貧法，穀物法の廃止を主張し，議会改革に取り組んだのである。
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注：

（1）イギリス（イングランド）の救貧法の歴史については，例えば小山（1962），Nicholls（1904），．　Webb

　　（1927）等がある。

（2）この点について渡会（1997）pp．3－4を参照。

（3）貯蓄銀行の歴史については，Home（H．0，）（1947＞が詳しい。貯蓄銀行の歴史については，この他に

　　Lewins（Wlliam）の著作がある。

（4）Paley，　William（1743－1805）：Carlisleの副監督archdeacon。神学者，哲学者。1743年7月，ピー

　　ターボローPeterboroughに生まれる。父William　PaleyはYorkshireのGiggleswick教区に小

　　さな所領を所有していた。ケンブリッジのクライスッ・カレッジ出身。この父が校長をしていた

　　Giggleswick　grammar　shcoo1で教育を受ける。1758年11月16日，　Christ’s　College

　　（Cambridge）の給費生となる。数学トライボス（卒業試験）で第1クラスの第1位（senior　wran－

　　gler）の成績をとる。叙任を受け聖職者となり，後1766年6月24一同カレッジのフェローに選ばれる。

　　「形而上学，道徳，ギリシャ語聖書」について講義し，カレッジの評価を高めた。彼の講義は人気があっ

　　た。1776年結婚を機にカレッジを離れ，聖職者となる。1782年Carlisleの副監督archdeaconとなる。

　　講義をもとに銑εPr‘ηc‘pZes（ゾMorαZ8απd　PoZ漉。αZ　P痂Zosop妙を書き，1785年に出版する。

　　同書は，ケンブリッジ大学で教科書として使われ，著者の生きている間に15版を出した。（DNB）

（5）この点についてはHorne（T．A。）（1985）を参照。

（6）Bentham（Jeremy）（1797a）．

（7）ベンサムの救貧論については，Poynter（J．R，）（1969），　Ch．　IV，　pp．117－144が詳しい。この項の説

　　明は基本的にこれによっている。ベンサム自身の著作で出版されたものとしてはBentham（Jeremy）

　　（1797a），　Bentham（Jeremy）（1797b）を参照。

（8）チャドウィックの救貧思想については，例えば，Finer（S．E．）（1952）を，シーニアの救貧思想につ

　　いては，例えば，Bowley（Marian）（1967）を参照。

（9）この項め内容について詳しくは渡会（1997）を参照。

（10）Patricia　James編の版のページを指す。1は1，　II巻の第1巻を意味する。以下同様。マルサス『人

　　口論』第2版以降についてはPatricia　James編の版を用いる。

（11）これは第3版で追加された点である。ただし，労働者の政治への参加といっても，マルサスは普通選

　　挙まで認めてはいない（II，　p，135＞。

（12）マルサスの農業主義か． 逕_工併存主義への転換については，羽鳥（1991），（1998），渡会（1997），横

　　山（1998）を参照。

（13）マルサスの一般的供給過剰の理論については渡会（1988），（1993）を参照。

（14）Wh重tbread，　Samuel（1758－1815）：政治家。父のSamuel　Whitbreadは，　Southill，　Bedfordshire

　　の非国教徒nonconformistの家庭に生まれる。若い頃，ロンドンの醸造所の事務員になる。努力と幸
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　　運によりその醸造所の所有者となる。財産を築いた後，Southi11に所領を購入。トーリーを支持。息

　　子のSamuel　Whitbreadは，1758年にCardington，　Bedfordshireに生まれる。　Etonに学んだ後，

　　Christ　Church，　Oxfordに送られ，1780年に卒業する。その後，　St．　JohnPs　College，　Cambridge

　　に移り，1784年B．A．をとり，ヨーロッパをめぐる旅行に出る。1786年5月に帰国し，その後3年間は

　　醸造所の経営に専念する。1789年に結婚。1790年にBedfordからホイッグの下院議員として選出され

　　る。：Foxの支持者となる。黒駒解放，宗教的・市民的権利の拡張，国民教育制度の整備を支持。1795

　　年の終わりに，不況で農業労働者の賃金が最低水準に落ち込んだとき，判事が四季裁判所で最低賃金

　　と最高賃金を定めることを規定する法案を議会に提出したが，敗れる。1807年救貧法改正案を議会に

　　提出する。（この法案は，結局，議会を通過しなかった。）その法案は，マル．サス等により批判された。

　　（D1＞：B）

（15）Sturges，Bourne，　William（1769－1845）：政治家。1769年11月7日Winchesterで，　Rev．　John

　　Sturges，　D．D．の子として生まれる。　Christ　Church，　Oxfordに学ぶ。1790年6月26日B．A．，1793

　　年6月28日M．A．，1831年6月15日目．C．L．1798年7月3日Hastingsから下院に出る。1817年下院

　　救貧法特別委員会の委員長を務め，その報告に基づき，救貧法改正案を議会に提出し，1818年教区会

　　法，1819年特別教区会法を成立させる。彼の意見は議会で高く評価されたという。（DNB）

（16）Courtenay，　Thomas　Peregrine（1782－1841）：政治家，著作家。1782年5月31日，　Exeterの監督

　　bishop，　Henry　Reginald　Courtenayのもとに生まれる。1811年，．　Totnesから下院議員として議会

　　にはいる。野eαε‘se　oπ漉e　Poor　Lαωs，1818，五e撹εr古。　Lordσrεπu‘ZZθoη仇e　8加た加8　Fωπd，

　　1828等を書く。（DNB）

（17）居住法（Law　of　Settlement）については，大沢（1986）が詳しい。

（18）教区会法と特別教区会法については，Nicholls（Sir　George＞（1904）II，　pp．179－85および大沢（1986），

　　pp．44－6を参照。

（19）スウィング・ライオットと呼ばれる暴動が，イングランド南東部を中心に起こったといわれる。スウィ

　　ング・ライオットについては，Swing（Francis）（pseud．）（1830）およびHobsbawm（E．J．）＆

　　Rnd6（G．）（1969）を参照。

（20）スラッファ（P）編の『リカードウ全集』Ricardo（David）（1951－55）の巻をローマ数字で示す。以

　　下同様。

（21）救貧税の課税については，例えば，Poynもer（J．R．）（1969）pp．17－20，　Cannan（Edwin）（1912）

　　を参照。

（22）Trower，　Hutches（1777－1833）：証券仲買人。1777年7月2日，クラブトン生まれ。地金論争に参加。

　　リカードウと経済学上の諸問題，特に貯蓄銀行について議論し，文通した。Godalming，　Surreyに

　　居宅を構えた。（Trowerについては，スラッファの解説による。　Ricardo，　VI，　pp．xxiiii－xxiv，訳

　　PP．xxxiiρxxxiii．）

（23）このことは，シュンペーターのいう「リカードウの悪弊」（Ricardian　Vice）の主張が妥当しないこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一49一



　　とを意味する。Cf．　Schumpeter（Joseph　A．）（1954）pp．472－3．佐藤有史（1998）はRicardian

　　Viceという見方を強力に否定している。

（24）Lancaster，　Joseph（1778－1838）：ランカスター教育システムの創始者。1778年に，　Southwark，

　　Londonに生まれる。父親は1兵士としてアメリカ戦争に従事し，後に小さな商店を経営した。両親

　　は彼を非国教会の聖職者にしょうと考えた。14才のとき，ジャマイカに行って，「貧しい黒人に神の言

　　葉」．を教えたいと考え，ブリストルに行き海軍志願兵となった。その後クウェイカー教徒となり，20

　　才の時自宅で貧しい子供たちを教：え始める。1801年にはBorough　Roadに大きな部屋を借り，本格

　　的に教育を始める。助手に支払う金がなかったので，上級生に下級生を教えさせるという方法を考え

　　出した。生徒をグループに分け，各グループをmonitorと呼ばれる生徒に教えさせるやり方である。

　　彼の方法の特徴は，優秀な生徒を選び（monitor），他の生徒を教えさせるところにある。彼の効率的

　　教育方法は，国王や王室の人々の関心を引き，王室の後援を受けることになり，彼の教育方法を広め

　　るためにつくられた協会は，Royal　Lancasterian　Societyと称した。彼は貧しい人々の子供たちを

　　教育することには情熱をもっていたが，金銭面でだらしなく，借金を作り，友人たちに返済してもらっ

　　たりした。そのだらしなさから，結局は，自分がつくった協会から排除されることになった。その後

　　新大陸に渡り，彼の教育方法をそこで実践する試みを行ったりしたが，イギリスに帰国する前に，

　　ニュー・ヨークにおいて交通事故に遭い，亡くなる。（1）NB）

　　　リカードウは，Royal　Lancasterian　Societyの後進であるBritish　and　Foreign　School　Society

　　の役員に名前を連ねている（Binns，1908，　p．73）。リカードウとランカスターの個人的関係については

　　不明であるが，ランカスターがリカードウに借金の申し込みをした手紙が残っている　（R‘cαrdo

　　Pαρers，　Add　7510．VII，cユ）。

（25）Binns（Henry　Bryan）（1908），　p．73．

（26）Rose，　George（1744－1818）：1744年6月17日，　Lethnot，　near　Brechinに生まれる。母の兄弟の養子

　　となり，Westminster　Schoo1へ送られる。若いとき海軍に入り，西インド諸島West　Indiesに行く。

　　1762年海軍をやめる。Westminsterの国庫省exchequerの記録部の書記となるが，後に上院の記録

　　整理委員会に呼ばれ，1772年に空席となった記録保存官となった。1777年ノース卿Lord　Northは，

　　彼を税務局の長官secretary　to　the　board　of　taxesに任命した（年俸給£900）。1782年ロッキンガム

　　Rockingham内閣の大蔵大臣キャヴェンディッシュ卿Lord　John　Cavendishを助け，次のシェル

　　バーンShelburne内閣のもとでは大蔵省次官secretary　to　the　Treasuryに任命された。1784年の総

　　選挙で，コーンウォールCornwallのローンセストンLauncestonから下院議員に選ばれる。1790年

　　にはクライストチャーチChristchurchから選出され，以後この議席を生涯保持した。ロウズはピッ

　　トの友人で忠実な協力者となった。議会改革，奴隷制の廃止，アミアンの和約の調印に尽力した。穀

　　物の自由貿易には反対したが，同時に関税は穀物生産考に適正な地代を支払い適正な利潤を与える程

　　度にすべきことを主張した。財産税を支持し，貯蓄銀行の基礎の確立，友愛組合の財産の法的保護な

　　どに貢献した。（DNB）
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（27）Duncan，　Henry，　LL．D．（1774－1846）：貯蓄銀行の創始者。1774年，　Lochrutton，　Kirkcudbright－

　　shireに生まれる。父は聖職者minister。　St．Andrews大学で2学期間勉強した後，商売に従事する

　　ためLiverpoolに送られたが，商売が性格に合わず，エディンバラとグラスゴウでスコットランド教

　　会の聖職者となるための勉強をする。エディンバラではSpeculative　Societyに加わり，　Francis

　　Horner，　Henry　Broughamと知り合う。1798年，　Ruthwell，　Dumfriesshireで聖職者に閉せられ，

　　生涯そこで聖職者として過ごす。民衆のために積極的に活動したが，彼をもっとも有名にしたのは，

　　貯蓄銀行の創立である。貯蓄銀行の普及に多大の努力をした。1823年St．Andrews　Universityより

　　神学博士（D．D．）の学位を受ける。（DNB）

（28）ダンカンは，ボーンJohn　Boneが貯蓄銀行の構想の「発明者」だとし，ボーンの手紙を人を介して見

　　せてもらったという（Duncan，1816，　p．33n．）が，日付が明らかでない。　Rose（George）（1817）

　　もBoneの構想に言及し，「前進は全くなかったと思う」と述べている（p．54）。

（29）Forbes，　John　Hay，　Lord　Medwyn（1776－1854）：スコットランドの判事。1776年エディンバラに生

　　まれる。Perth州countyの川州長官，治安判事長官などを務めた。監督派episcopalianの熱心な信

　　者で，スコットランド教会に貢献。（DNB）

（30）Haygarth，　John（1740－1827）：1740年にYorkshireのGarsdaleに生まれた。　Sedbergh　Schoo1

　　とSt．John’s　College，　Cambridgeで教育を受ける。1766年にMB．をとり卒業。　Chesterで内科医

　　physicianとして開業し，1767年から1798年まで，　Chester　Infirmaryの内科医であった。その後

　　Bathに移り，そこで長年開業していたが，1827年6月10日に亡くなった。彼は，ロンドンとエディン

　　バラの王立学会Royal　Societiesのフェローであった。彼は熱病の専門家として活躍した。（DNB）

（31）Hume，　Joseph（1777－1855）：政治家。1777年1月22日，　Montrose，　Forfarshireに，船長の息子と

　　して生まれる。早くに父を亡くし，1790年外科医の徒弟となる。3年後，Aberdeen，　Edinburgh，

　　Londonで医学を勉強する。翌年，東インド会社の海軍のassistant　surgeonとなる。1797年に最初

　　の航海に出る。その後同社の陸上勤務になり，現地の言語や宗教を研究する。1807年£40，000をもって

　　ベンガルに帰り，軍務から引退する。1808年イングランドに帰り，しばらく旅行や研究をして過ごす。

　　1809年1月には，王国全体を，特に工業都市を中心に’まわる。1810，1811年には地中海とエジプトに旅

　　行ずる。1812年にはWey血outhから下院議員にでる。トーリー党を支持。　Lancasterian　schools

　　systemの中央委員会で積極的な役割を果たし，貯蓄銀行に関するパンフレットを出した。インド問題

　　にも関心をもち，東インド会社の理事になろうとするが，失敗。インドとの自由貿易を主張した。1818

　　年に再び下院議員となり，以後1841年を除いて生涯下院議員の席を保持した。金融財政問題に特に積

　　極的に取り組んだ（DNB）。　Westminster　Saving　Bankの最も活動的なmanagerの1人であった。

　　J．ミルの友人で，ミルがリカードウに紹介した（1814年）（Ricardo，　VI，　p，138＆n，訳pp．160－1＆n．）。

（32）ローソンについては，伝記情報は入手できなかった。その著作は，ゴールドスミスークレス文庫のマイ

　　クロフィルムには，Lawson（Edward）（1818）が1点収録されているのみである。

（33）この側面については，ヘイガースは確かに考えていた。Haygarth（John）（1816），pp．97－8を参照。
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（34）Rose（George）（1816），p．13およびBeaumont（John　T．B．）（1816），p．23を参照。

（35）Cf．　Haygarth（John）（1816），　pp．97－8．

（36）リカードウの賃金についての考え方については，渡会（1982），（1983）を参照。

（37）Milgate（M）＆Stimson（S）（1991）は議会改革に関して，労1動者階級はすでに自立しているので

　　選挙権が与えられるべきであるとりカードウが考えていたとする。ただし彼らはすべての労働者が自

　　立しているとりカードウが見ていたとはしていない。

付録1　ある貧民監督官の証言（Haygarth，181S，　pp．42－44より）

15年間Walcot教区（Bathでもっとも大きな教区）の貧民監督官overseerをつとめてきたMr。Percival

の証言。

質問1　Walcot教区の受救貧民には，どのような手当が与えられますか。

答え1　手当を受けた400家族の［週あたり］の手当の額と割合は以下のとおりです。

質問2

答え2

質問3

答え3

質問4

答え4

家族数

　9

　25

　35

　6

　86

141

　69

　29

手当額s。d．

6

5

4

3

3

2

2

1

0

0

0

6

0

6

0

6

救貧院poor－houseに収容されている受救貧民の数はどれくらいですか，また彼らはどのような状

態にありますか。

平均して100人の男女，子供で，主に労働のできない老齢者と無能力者，そして親に棄てられた子

供です。これ以外に，急病や事故などの緊急のケースでは一時的に収容されます。

自分でそろえれば週2s．で足りるような家具のついた部屋を4s．あるいは4s．6d．で借りている家

族はいますか，またいるとすればどのくらいの数いますか。

非常に多くの家族が，週あたり3s．6dから4s．6dで家具付きの部屋を借りています。もし家具

が自分のものであったとすれば，同じ部屋を週2s．か3s．で借りられたでしょう。

仕立旅職人，靴職人，煉瓦職人，大工，篭かき，その他の職人で，病気や仕事のないときに備えて

彼らが稼いだものの一部を蓄えているような人はいますか，またいるとすればどのくらいいますか。

（彼らの）大部分は友愛組合benefit　societiesに加入しています。彼らは月あたり○○の金額を
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質問5

答え5

会計係treasurerに払い込んでいます。そして病気の時は，彼らはボックス（箱）から手当を受け

取ります。しかし子供が3人か4人いる場合には，友愛組合に加えて教区が，わずかではあります

が手当を支給します。しかしもし仕事にあぶれた場合には，友愛組合は何も支給しません。その場

合教区はより多く．を支給します。共済組合に加入していない者で，病気や仕事のないときに備えて

貯蓄する者． ﾍ，もしいたとしても，．きわめて少ない。その結果教区に依存せざるを得なくなります。

そのような申請の数は，実に多いのです。

友愛組合の加入者が死んだ場合，葬式費用と未亡人ためにお金が支払われます。このお金は家族が

教区に依存しないですむようにするだけのものですか，その期間は何週間ですか。

1週間もつかどうかです。

　上の実に興味深い事実は，バースでもっとも大きな教区の貧民監督官によって語られたものである。地域

の状況によって多少異なるかもしれないが，基本的には同様な事実が，イングランドのすべての貧民監督官

の証言によって確認されるであろう。（Haygarth，1816，　pp．42。44）

付録2　救貧税の負担，イングランドおよびウェイルズ（1815年）

ENGLAND
Bedford
Be．rks
Buckingham
Cambridge
Chester
Cornwall
Cumberland
Derby
Devon
Dorset
Durham
Essex
Gloucester
Hereford
Hertford
Huntingdon
Kent
I」ancaster
Leicester
Lincoln
Middlesex
Monmouth
Norfolk
Northampton
Nothumberland
Nottingham
Oxford
Rutland
SaiOP
Somerset
Southampton
Stafford

人口千人当り
恒常的

受慰者人

51

69．5

65
51

38．5

36
34
36

54．5

72

51．6

62
48

60．5

50
50
59

27．4

53

34
35

37．4

63，4

64
54
35

643／4
44
53

543／4
52
40

友愛組合　　不動産価値£1
加入者人　当り救貧税D．

53
32
53

45
94

100
72

120

134
48
74
78

29．5

95

57．4

46

117

111

71

68
131

47

71

92

115
50

80

123

48
139
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521／4
57
55

353／4
333／4
311／2
221／2
321／2
36
39

321／4
501／2
343／4
373／4
441／4

591／2
341／2
401／4
261／4
283／4
303／4
59

421／4
19

391／2
523／4

301／2
291／2
483／4
34．

救貧税
額£

68431
122352
108226
85395
142523
104708
60737
107872
256002
92157
93068
282372
197887
83019
89285
41307

451832
387665
139833
226761
660099
39096
226828
148049
92453
112696
120957
18658

109501
185033
191195
138324

人口

1811年
千人

70
120
118
101
227
221
134
186
383
125
165
252
286
94

111

42
306
828
150

238
84

62

292

141
183

163
120

16

185

303
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Suffolk
Surrey
Sussex
Warwick
Westmoreland
Wi1むs

Worcester
York
　East　Riding
　North　Riding
　West　Riding

England平均・合計

　　　　人口千人当り

恒常的　　　友愛組合
受救者人　　加入者人

60
44
83

583／4
50
72
45

36
43

36．5

50。6

57

79

25

114
32．

81

82

61

61

119

78

不動産価値£1
当り救貧税D．

52．3／4

421／4
831／4
401／4
23

463／4
351／4

261／2
24

431／2

38

救貧税
額£

207729
222855
260547
136903
27265

153633
88207

608121

6789642

人口

1811年
千人

234
121

190
229
46
192
169

133
169
684

WALES

Anlesea
Brecon
Cardigan
Carmarthen
Camarvon
Denbigh
Flint

Glamorgan
Merioneもh
Montgomery
Pembroke
Radnor

Wales平均・合計

England，　Wales
全体の平均・合計．

34

391／3
32．5

42
32

481／3
44
39．5

69
76
50
53

46．6

49．8

10

132

26
135
16
73

123

．166

　　1

30．5

24

37

64．5

75

331／4
331／4
331／4
331／4
331／4
331／4
331／4
331／4
331／4
331／4
331／4
331／4

331／4

371／4

10260
18564
15757
31446
15496
35870
25303
37813
14254
33428
26297
14864

279356

7068999

37
3．8

50
77
50

46
85
31
52
61

20

Cities　and　Towns

Bath
Birmingham
Bristol

Cambridge
Canterbury

Cha．tham＆Rochester
Chester

Co．1chester
Coventry
D．erby
Dover
Durham
Exeter
Gloucester
Greenwich
Hastings
Hereford

Kingston　on　Hull
Lancaster
Leeds
Lincoln
Liverpool

London＆Westminster
Manchester
Newcastle　on　Tyne
Norwich
Nottingham

11．5

38．2

24．5

36
39．5

27
12

60．4

25．4

41
41

13．3

70
74
23
4，8

38。6

24．6

20．7

34
19．3

32
14．9

15
40．．3

43
42
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人口千人当り　　　　　　　　　　　　　　　　　　人口．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恒常的　　　友愛組合　　不動産価値£1　　救貧税　　　　1811年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　受救者人　　加入者人　当り救貧税D．　　額£　　　　　千人

　Oxford　　　　　　　　　　　　　　　　　25

　Portsmouth　　　　　　　　8．5
　．Plymouth　　　　　　　　　13．6
　Sheffield　　　　　　　　　　　　　　　20

　Southwark　　　　　　　　　　23．4
　Sunder1負nd　　　　　　　　　　　　　38

　Worcester　　．．　　　　　32．4
　Yoナk　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36．3

出所：

Sheffield（John　Baker　Holroyd，1st　earl　of，1735－1821）

．RemαrたS　O碗んεb∫ZZ　qμんεZαSε一PαrZ‘αm飢孟ノbπんeαmeη伽θπ‘（ゾ仇θpoor　ZαωSノω娩obs例α‘∫0πS

Oη漉eか加ρ0‘‘C：y，αわμSeS，απd　r痂0砿S　cOπ8eαωε几CeSノ孟08eεんe’ω娩SOmεS麗89θSε∫0ηSプbr漉e‘r

meZ‘orα加。π，απ（fノ『orεんe　b2琵er　mαπ㎎eη↓eπ60ノ古んe　Poor．1’oπdoπ，1819．

APPENDEX，　No．VII．　Countiesの表記はこの表に従った。

救貧税のデータはHouse　of　Co血mons（1817），p．173の表よりとった。

人口について．は，1815年のデータが得られなかったので，Mitchell（B．R．）＆Deane（Phyllis），Ab8〃αcホ

σ．Br漉sんE‘sεor‘c配畿α診‘8‘‘cs．　Cambridge，1971，p．20より1811年のデータを参考のために入れた。

付録3　Leicestershireにおける受救貧民の内訳（1815年？）

教区

Barrow　on　Soar
Mountsorrill，N，

MountsorrillpS．
Belgrave
Blaby
Courtesthorpe
Syston
Sileby
Quorndon
Hathern
Thurmaston

出所：

住民数

1143
707
671
645．

794
623

1240
1200
1237
1160
802

受救者数．

492
239
176
136
327

372

．400

566

336
333

157

10才未満の
子供の数

139
85

185
71

232
137

163
269
275
116．

79

10才以上の
子供の数

32．

9

32
17．

53
22

24
33

31

10

老齢者・

無能力者数

32
14

16
23
9

．20

45
23
37
14

．18

House　of　Commons（1817），　p．184．の表より。時点が明示されていないが，1815年と推定される。
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